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小項目１ 

 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
産技総研は、産技ＣとＫＡＳＴの強みを融合し、「研究開発」、「技術支援」、「事業化支援」の３つの柱で事業を推進する。また、中小企業等の技術力の底上げなどを図る「人材育成」や、企業支援ネット

ワークを構築し、様々な連携活動を行う「連携交流」に取り組むことにより、県内産業の発展及び県民生活の向上に貢献することを目指す。 
１ 新技術や新製品の開発を促進する研究開発 

基礎研究、応用研究、実用化研究の各段階に切れ目なく取り組み、大学等の研究シーズの育成から実用化まで見据えた「橋渡し」を行う研究を推進するとともに、中小企業等の開発ニーズを基に、大

学等の研究シーズとの「橋渡し」を行う研究を推進することなどにより、イノベーションの創出に貢献する。 
(1) プロジェクト研究 

大学等の有望な研究シーズを育成するプロジェクト研究を推進することにより、大学等の有望な研究シーズを企業等による新技術や新製品の開発に結び付ける。 
(2) 事業化促進研究 

中小企業等の開発ニーズと大学等の研究シーズをつなぐ新たな共同研究を行うことにより、中小企業等の開発ニーズの短期間での事業化を図る。 
(3) 経常研究 

技術相談等により把握した、産業界に共通する技術的課題の解決に寄与する経常研究を行うことにより、中小企業等の技術力の向上を図るとともに、研究開発を促進する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 
１ 新技術や新製品の開発を促進

する研究開発 
大学等の有望な研究シーズを企業

等への技術移転等につなげるプロ

ジェクト研究、中小企業等の開発

ニーズを基に研究テーマを設定

し、中小企業等・大学等・産技総研

が共同研究を実施する事業化促進

研究を行うことにより、大学等の

研究シーズと中小企業等の開発ニ

ーズの双方向から「橋渡し」を推進

する。また、産業界に共通する技術

的課題の解決に資する経常研究を

実施する。 
重点研究分野としては、「神奈川県

科学技術政策大綱」において、成長

産業と位置付けている「最先端医

療産業」、「未病産業」、「ロボット産

業」、「エネルギー産業」に取り組

む。 
また、研究成果については、学会発

表や論文掲載を通じて広く公表す

るとともに、権利保護を図るため、

特許出願を行う。 
 
【学会発表等件数】 
中期計画期間中 1,340 件 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 
１ 新技術や新製品の開発を促

進する研究開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【学会発表等件数】 
平成３年度中 271 件 

 
 
 
 
 
１ 新技術や新製品の開発を促進する研

究開発 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究開発に関わる実績の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 技術部他の内訳 
 
 
【学会発表等件数】 
令和３年度中  294 件 

 
 
 
 
【実績に対する評価】 

数値目標に対して、学会発表件数は、

研究プロジェクトの超分子ペプチドを

用いた脳梗塞の再生医療や、次世代機能

性酸化物材料、人工細胞膜システムの成

果など、コロナ禍で活動制限が続く中、

Ｗｅｂ開催が多かった学協会、研究会に

も積極的に発表し高い実績につなげる

ことができた（A 評価）。 
論文等掲載件数は、腸内細菌叢や次世

代機能性酸化物材料、抗菌・抗ウイルス

に関する研究成果の報告などを積極的

に行ったこと、また、第１期中期計画の

最終年度にあたり研究成果のとりまと

めに注力したことで目標を達成するこ

とができた。（S 評価）。 
特許出願件数は、コロナ禍でもＷｅｂ

会議システムでの打合せ等による所内

進捗管理のなかで、知財の掘り起こしを

積極的に行えたことが実績増につなが

った（S 評価）。 
橋渡しに係る共同研究件数は事業化

促進研究事業で 11 件、研究プロジェク

トで 54 件、技術支援で 22 件実施した。

日頃から産技総研のシーズ紹介に努め

ていた結果、コロナ禍においてもニーズ

とのマッチングを順調に行い、目標値を

上回る実績を残せたと考える（A 評価）。

 
 
 
 
 
Ｓ 
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【論文等掲載件数】 
中期計画期間中 460 件 
【特許出願件数】 
中期計画期間中 155 件 
【橋渡しに係る共同研究件数 
中期計画期間中 310 件 
 
(1) プロジェクト研究 
大学等の有望な研究シーズを育成

するプロジェクト研究を推進する

ため、３段階のステージゲート方

式により、長期間にわたる研究の

進捗管理を適切に行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【論文等掲載件数】  
令和３年度中  93 件 
【特許出願件数】  
令和３年度中  32 件 
【橋渡しに係る共同研究件数】 
令和３年度中  82 件 
 
(1) プロジェクト研究 
・産業や県民生活の課題解決を

見据えた目的基礎研究を推進

し、研究成果は、学協会だけで

なく Innovation Hub 等での情

報提供や展示会への出展を通し

て広く普及展開を図っていく。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・現行プロジェクトと技術部と

の連携を深め、研究成果の技術

部への定着を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・平成 30 年度に採択された文部

科学省「地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム」

を引き続き推進する。殿町地区

の運営体制を構築し、ライフサ

イエンス研究の拡充と国際評価

技術センター構想の推進を図

る。 
 
 
 

【論文等掲載件数】 
令和３年度中  115 件 
【特許出願件数】 
令和３年度中  41 件 
【橋渡しに係る共同研究件数】 
令和３年度中  87 件 
 
(1) プロジェクト研究 
・課題評価を６件（貼るだけ人工膵臓、

次世代機能性酸化物材料、腸内細菌叢、

革新的高信頼性セラミックス創製、高効

率燃料電池開発、人工細胞膜システム）

実施し、事後評価や進捗確認と課題抽出

等を行った。また、オンラインで開催し

た「 KISTEC Innovation Hub 2021 
Online」（11/24～12/８）では、プロジェ

クト研究終了報告、戦略的研究シーズ育

成事業活動報告、プロジェクト研究活動

紹介等を、５つのカテゴリで報告し、多

数の参加者を得ることができた。その他

にも国立研究開発法人科学技術振興機

構（ＪＳＴ）主催の新技術説明会（11/25）
や東京ビッグサイト（１/26～２/28）に

よ る ハ イ ブ リ ッ ド 展 示 会 「 nano 
tech2022」において技術紹介を行った。

これらにより関心を持った企業・団体か

ら数件の問合せ・講演依頼・共同研究打

診があり、研究成果の普及に繋げること

ができた。 
・次世代機能性酸化物材料プロジェクト

において、ナノ・マイクロ産学官共同研

究施設（NANOBIC）や電子技術部と共

同で磁気メモリデバイスの開発に取り

組んだ。また、研究プロジェクト運営の

ノウハウを活かし、５Ｇ活用に向けた企

画部、研究開発部、情報・生産技術部と

の部横断的協働事業として電気通信大

学と暗号化制御技術の５Ｇ通信環境に

対する適用についての共同研究により

デモ機を試作した。 
・文部科学省「地域イノベーション・エ

コシステム形成プログラム」（平成 30 年

９月～令和５年３月）を着実に実施し、

コーディネーターや知財担当らで構成

する事業プロデュースチームの取組に

より、事業化プロジェクトの２テーマか

らそれぞれベンチャー企業の設立につ

ながった。また、同プログラムにおいて

は、順調な研究の進捗状況を高く評価さ

れ追加予算 3,260 万円を獲得し、人工膵

臓に用いるマイクロニードル材料の動

 
 
 
 
 
 
 
 事業ごとの評価としては、 
(1) プロジェクト研究 

各プロジェクトがそれぞれのフェー

ズにおいて活発な研究活動を推進し、コ

ロナ禍において学会等も引き続きＷｅ

ｂ開催または併用のハイブリッド開催

等となる中、学会発表、論文掲載、特許

出願、共同研究の全項目について目標件

数の達成に貢献することができた。 
特に論文については、昨年度のコロナ

禍での活動制限を活かし、論文化を進め

たため令和３年度の実績への影響が危

惧されたが、第１期中期計画の最終年度

として成果のとりまとめに注力し、目標

を達成できたことは高く評価する。 
各プロジェクトにおいて、着実に研究

成果があがっており、特に、文部科学省

の地域イノベーション・エコシステム形

成プログラムにおいては、追加予算獲得

し、研究の大幅な後押しができたこと

や、ベンチャー企業の設立につながった

ことを評価する。 
 
以上のように、コア技術における研究

成果の社会還元に取り組み、研究シーズ

の応用研究から成果の実用化までの研

究開発をバランス良く進めていくこと

ができた。その結果、産技総研発ベンチ

ャー企業３社の設立につなげるととも

に、コロナ禍での厳しい状況が続く中、

学会発表や論文作成や知財対応等、環境

の変化に対応した成果展開活動を強化

し実績増に結び付けたことを高く評価

する。 
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ア 戦略的研究シーズ育成事業

（第１段階） 
県の科学技術政策や産業振興政策

に沿った研究テーマを公募し、研

究シーズを育成する基礎研究を実

施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・令和２年度に成果活用事業者

に対し出資等ができるよう定款

変更したことを受けて、研究成

果の事業化を促進させるため、

産技総研発の技術・ノウハウを

展開するベンチャー企業を創出

し、育成に必要な環境を整える。

 
 
 
 
 
 
ア 戦略的研究シーズ育成事業 
・令和２年度戦略的研究シーズ

育成事業（第１ステージ）とし

て採択した以下の研究テーマに

ついて、次年度のステージアッ

プに向けた審査を行い、有望と

思われた事業について継続して

支援を行う。 
①光操作に基づく医療技術の創

出 
②貴金属フリー新規触媒技術の

開発 
③超高空間分解を実現するナノ

カーボン光分析装置 
・令和３年度戦略的研究シーズ

育成事業として第四次産業革命

への対応や事業化を意識して採

択した以下の研究テーマについ

て研究支援を行う。 
④光技術を用いた超広帯域テラ

ヘルツオシロスコープの開発 
⑤ゲノム構築技術による創薬研

究基盤の開発 
⑥化学ボロフェンによるフレキ

シブル素子の開発 
 
 
・令和４年度戦略的研究シーズ

育成事業に係る研究テーマにつ

いて、公募・審査・採択を行う。

 
 
 
 
 

物を使った評価や毛髪再生にかかる細

胞の遺伝子解析など、研究の大幅な後押

しができた。 
・人工細胞膜グループでは、産技総研に

おけるベンチャー企業創出・育成に必要

な、知的財産取得補助などの支援環境を

活用した研究成果の事業化促進への取

組の一つとして、ＪＳＴの大学発新産業

創出プログラム（START）の支援を受け

て「細胞内イオンチャンネル創薬のため

のスクリーニングプラットフォームの

事業化」を実施した。これにより、ベン

チャー企業の設立に貢献した。また、Ｊ

ＳＴによる同プログラムの事業事後評

価において、「Ｓ」評価を受けた。 
 
ア 戦略的研究シーズ育成事業 
・令和２年度に開始した①～③の研究テ

ーマ３件について審査を実施し、①につ

いては、令和４年度から有望シーズ展開

プロジェクトにステップアップさせる

こととした。他の研究テーマについて

も、適切に知財の創出を行い、４大学コ

ンソーシアムとの連携、企業へのサンプ

ル提供や共同研究先の探索に取り組ん

だ。 
 
 
 
 
・令和３年度から④～⑥の新規研究テー

マ３件を立ち上げ（令和３年２月記者発

表）、研究代表者の各所属大学と共同研

究契約を締結し、産技総研専任研究員が

研究代表者の研究室において研究を開

始した。 
⑥においては、化学ボロフェンによる

高温駆動が可能な液晶を発見し、研究成

果の高い学術価値が認められ、「Nature 
Communications（ネイチャー・コミュ

ニケーションズ）」（２月 24 日発行）に

掲載されるなど、順調に成果が上がって

いる。 
・令和４年度に開始する研究課題の公募

（６月 18 日記者発表、８月 20 日締切）

を行い、39 件の応募提案の中から「未

知を知る確率的ＡＩチップの開発」「高

重力場における３Ｄプリンタの超高機

能化の研究」「非破壊画像検査用スマー

トシートの創出」の３件の研究テーマを

採択（２月８日記者発表）した。 
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イ 有望シーズ展開事業（第２段

階） 
前ステージの研究プロジェクトの

中から、成功の目途が得られたも

のについて、実用化に向けた応用

研究を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 実用化実証事業（第３段階）

前ステージの研究プロジェクトの

 
イ 有望シーズ展開事業 
・下記の研究テーマについて、実

用化に向けた応用研究を実施す

る（第２ステージ）。戦略的研究

シーズ育成事業から新規にステ

ージアップした、「超分子ペプチ

ドを用いた脳梗塞の再生医療」

を実施する。 
①貼るだけ人工膵臓 
②次世代機能性酸化物材料 
③再生毛髪の大量調製革新技術

開発 
④超分子ペプチドを用いた脳梗

塞の再生医療（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 実用化実証事業 
・下記の研究テーマについて、提

 
イ 有望シーズ展開事業 
・産技総研溝の口支所、殿町支所、東工

大でプロジェクトを展開した。特に、東

工大に展開したプロジェクトにおいて

は、拠点間の通信環境を整備し、拠点運

営体制の強化を図った。 
①については、皮膚刺入性とデバイス

の量産性を両立するプロトコルを完成

させたため、共同研究企業による事業化

に向けた検討が進んだ。さらに、多孔性

マイクロニードルの開発によりデバイ

スの性能向上を目指した。本プロジェク

トの研究成果を基に、ベンチャー企業が

設立された（11 月）。 
②については、開発した負熱膨張材料

について技術移転した材料メーカーに

おいて製造手法を確立しサンプル出荷

を始めた。また、新しい負熱膨張材料の

開発研究を進め、インパクトファクター

の高い専門誌、学会誌を含む 11 報の論

文発表を行った。特に、さらなる新材料

の設計に道を拓く負熱膨張材料のメカ

ニズム解明に関する論文の掲載につい

て記者発表を行うとともに、新技術説明

会・展示会等により実用化研究に向けた

共同研究先を探索するなど、基礎から実

用化までの研究開発をバランス良く進

めた。 
③については、毛包幹細胞の培養や毛包

原基の大量調整に関する研究に取り組

み、毛髪再生技術に関して４件の特許を

出願した。また、これまでに開発した毛

包幹細胞の増殖培養技術をヒト脱毛症

患者の細胞に適用してその有用性を確

認し、実用化に向けて前進した。本プロ

ジェクトの研究成果を元にベンチャー

企業が設立された（11 月）。 
④については、将来的な創薬化を見据え

た課題解決のため、適切な血管再生因子

の技術を持つ大学との共同研究に取り

組んだ。さらに、令和２年度までの研究

成果を発展させ、特許出願を行った。ま

た、歩行機能障害の改善効果等に関する

研究成果の高い学術価値が認められ、

「Nature Communications（ネイチャ

ー・コミュニケーションズ）」（11 月 19
日発行）に掲載された。 

 
ウ 実用化実証事業 
・左記の計画通り、３テーマ実施した。
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中から、早期実用化の可能性の高

いものについて、企業等との共同

研究の実施、提案公募型の競争的

資金の活用等により、成果展開を

図る実用化研究を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 事業化促進研究 
中小企業等の開発ニーズと大学等

の研究シーズをつなぐため、中小

企業等の開発ニーズに基づく技術

分野を設定し、製品化を目指す中

小企業等と、研究シーズを持つ大

学等を公募し、産技総研との３者

による共同研究を実施する。 
共同研究の実施に当たっては、産

技総研内に産学公による共同研究

を行う場を設け、産技総研が保有

する技術・ノウハウや施設・設備機

器を活用するとともに、中小企業

等による事業化を促進するため、

提案公募型の競争的資金の獲得を

目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案公募型の競争的資金の活用等

により成果展開を図る実用化研

究を実施する（第３ステージ）。

有望シーズ展開事業から新規に

ステージアップした、「腸内環境

デザイン」を実施する。 
①人工細胞膜システム 
②次世代医療福祉ロボット 
③腸内環境デザイン（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 事業化促進研究 
・成長が見込まれる産業分野（ロ

ボット、ＩｏＴ、エネルギー、

先端素材、エレクトロニクス、

ライフサイエンス（未病、先端

医療）、輸送用機械器具）を対象

分野として、中小企業等の開発

ニーズと大学等の研究シーズ

を結び付け、産技総研との３者

で製品化を目指す「橋渡し研

究」を実施し、製品化や外資申

請への展開を図る。 
・コーディネーター等の配置に

より、研究機関や大学等とのネ

ットワークを強化して、中小企

業等の技術的課題の解決に結び

付く研究シーズを広く収集す

る。 
 
 
 
・技術担当者がより積極的に研

究開発支援を行い、実現可能性

研究（ＦＳ:Feasibility Study）
を推進し、必要に応じて事業化

①については、ＪＳＴの START を活用

して、これまでの研究成果の社会実装に

向けて、創薬スクリーニング技術の実証

実験を実施し、人工細胞膜を活用した薬

剤評価システム等の事業化を目指した

ベンチャー企業の設立につながった。ま

た、ＪＳＴ戦略的創造研究推進事業

（CREST）において２件の研究開発を

引き続き実施したほか、（独法）日本学

術振興会科学研究費助成事業（科研費）

基盤研究において嗅覚受容体を用いた

匂いセンサの基礎・要素研究を開始し

た。さらに、NHK E テレ（TV 番組）

や NHK ワールド（海外向け web 番組）

で研究が紹介された。 
②については、力触覚を有する整形外科

用骨ドリルの開発や国立研究開発法人

日本医療研究開発機構（AMED）の支援

を受け、脳腫瘍判別機能を搭載した力触

覚鑷子（ピンセット）の開発を行った。

③については、腸内細菌の単離と培養方

法の構築検討を進め、新たに９種の基準

株についての安定培養に成功したほか、

社会実装に向けた腸内細菌抗体の評価

方法を確立した。 
 
(2) 事業化促進研究 
・県内中小企業を対象とした「橋渡し研

究」として事業化促進研究事業で 11 件

の課題を実施（継続８件、新規３件）し

た。このうち、１件で製品化され、１件

で試作品の展示会出展を行い、１件で特

許２件の権利移転など技術移転を行な

った。 
 
 
 
 
・R４年度に向けた広報については、増員

して配置したコーディネーターを積極

的に活用するとともに、研究機関や大学

等 45 機関を訪問した。また、事業 PR
のためのパンフレットを作成し、積極的

に関係機関や金融機関などへ配布して

広報活動を強化した。さらに、神奈川産

学公連携推進協議会や横浜市、川崎市な

どを通じて可能な限り広報に努めた。 
・ロボット（ＩｏＴ）分野から「酒造米の

タンパク質含有率推定システムの開発」

１件の可能性評価事業を実施した。ま

た、令和２年度に引き続き、科学研究費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 事業化促進研究 
事業最終年度（３年目）として実施し

た令和元年度採択課題３件中３件で製

品化・事業化に向けた成果を達成し、特

に、展示会に出展した試作品について、

新聞・TV の報道番組で取り上げられる

などの反響を得た。 
また、第１期中期目標期間通算では、

終了課題 15 件のうち 11 件が順調に事

業化を進め、または競争的資金獲得によ

る開発継続を達成し、製品化・事業化に

向けた成果の創出を達成していること、

さらに、コーディネーターの増員や広報

の強化を実施し、令和４年度実施テーマ

の応募（14 件）につながるなど、本事

業のさらなる活性化に向けた取組を高

く評価する。 
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(3) 経常研究 
技術相談等により把握した、産業

界に共通する技術的課題の解決に

資する経常研究を行うため、中長

期的な視点で研究テーマを設定

し、チームを編成して取り組む。

研究結果は、産技総研内に設置す

る審査会で評価を行うとともに、

必要に応じて外部有識者による評

価、助言を得る場を設け、その後の

研究活動に反映させる。 
なお、研究により蓄積された技術・

ノウハウは、技術支援に活用する。

促進研究をステップとして提案

公募型の競争的資金の獲得、事

業化までの一貫支援を行う。 
 
 
(3) 経常研究 
・中小企業等への技術支援を効

果的に行うため、技術相談、試

験計測、技術開発等を踏まえ、

職員の技術資産の充実を図ると

ともに、県の政策や産業界に共

通する課題解決に貢献する中長

期的な視点で設定した研究テー

マに取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・研究成果は、試験計測等の業務

に積極的に活用するとともに、

ホームページ等の広報媒体や技

術 交 流 等 を 目 的 と し た

Innovation Hub や学協会等に

おいて情報発信に努める。 

補助金の獲得や A-STEP（ＪＳＴ）、民

間助成金等への応募等により、事業化促

進事業へつなげるためのシーズ育成を

行った。 
 
(3) 経常研究 
・中小企業等への技術支援を効果的に行

うため、経常研究 41 件（基盤型 35 件、

発展型６件）を実施した（令和２年度 51
件）。発展型経常研究課題（６件）につ

いては、「令和３年度研究課題評価会」

を開催し（３月 18 日）、研究課題評価を

実施した。発展型経常研究の枠組みの活

用など、第２期中期計画で実施する重点

課題研究と併せて、新たな産技総研のシ

ーズ育成のスキームを検討した。 
また、（公財）ＪＫＡ共同研究事業（１

/３自己負担）に採択された「５Ｇを活用

した多入力リアルタイム遠隔モニタリ

ング」を大学と共同で実施した。 
なお、令和元年度～令和２年度に実施

した「人工オパールの陶磁器への応用」

の研究成果である「『人工オパール』で

世界中の色を塗りかえる; Change the 
world with artificial opals」の提案が

「IAUD 国際デザイン賞（2021 未来へ

の提案部門）」において銅賞を受賞した。

・「日本酒の「上立ち香」「含み香」の分析

方法の検討」や「機械学習を用いた切削

加工面の粗さ予測に関する研究」につい

て、オンライン開催した「Innovation 
Hub」において研究成果の発信を行っ

た。 

 
 
 
 
 

(3) 経常研究 
令和元年度～令和２年度に実施した

「人工オパールの陶磁器への応用」の研

究成果による提案が「IAUD 国際デザイ

ン賞（2021 未来への提案部門）」におい

て銅賞を受賞したことを特に高く評価

する。 
 
 
 
【課題】 
(1) プロジェクト研究 

プロジェクトごとに異なる研究成果

の社会実装に向けて、多様な個別の取組

を実施する必要があること。 
(2) 事業化促進研究 

不採択となった優良案件のフォロー

アップの検討。 
(3) 経常研究 

研究終了後の成果を技術支援メニュ

ー等での活用を促進すること。 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

大型外部資金の獲得と活用や事業化促進研究の推進などを通じ、基礎研究から実

用化研究の各段階に切れ目なく取り組むことで、研究シーズの育成から実用化まで

見据えた「橋渡し」機能の両面を担い、イノベーションの創出に貢献した。これに

より、産技総研発ベンチャー企業３社の設立に貢献した。さらに、プロジェクト研

究と技術支援の連携強化への取組により、セラミックス材料のプロジェクト研究で

は、その成果を新たな粉粒体製造に係る評価技術へと展開した。また、研究シーズ

から事業化まで発展させた抗菌・抗ウイルス製品評価において、新型コロナウイル

スに対応可能な体制を整備し、社会ニーズにいち早く応えるなど、研究から事業化

までの一貫支援を実施している。４項目の中期計画で定めた数値目標全てで達成

し、中期計画を大幅に上回る成果を達成した。 

 
 
 

S 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A S S S 
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小項目２ 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
（略） 
２ 県内企業が直面する技術的課題を解決する技術支援 

製品開発に向けた応用研究や実用化研究の段階における技術的課題に対して、産技総研が保有する技術・ノウハウを駆使した最適な支援を提供することなどにより、迅速な解決を図る。 
(1) 技術相談 

寄せられる相談に対して最適な提案を行うことにより、中小企業等の技術的課題の解決を図る。 
また、相談体制の充実に努めることにより、利便性の向上を図る。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

自己
点数

評価
点数

コメント 
第１ 住民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 
 （略） 
 
２ 県内企業が直面する技術的課題

を解決する技術支援 
中小企業等が抱える製品開発や、故

障解析等における技術的課題に対し

最適な解決方法を提案する技術相

談、高精度な試験データや設備機器

を提供する試験計測、中小企業等が

単独では解決できない技術的課題に

関し、技術・ノウハウを活用し、解決

に向けて支援する技術開発を実施す

る。 
また、有望評価技術のデファクトス

タンダード※１となる評価法を駆使

して、売れる製品づくりを支援する。

※１ デファクトスタンダード 
公的な標準として認められたもので

はないが、市場の中で事実上の標準

とみなされるようになったもの。 
 
(1) 技術相談 
寄せられる相談に対して最適な解決

方法を提案するため、ワンストップ

の総合相談窓口の設置、全職員の担

当技術内容を容易に検索できるシス

テムの整備、外部機関や他の試験研

究機関との連携強化に取り組む。 
また、相談体制の充実のため、従来か

らの来所相談やメール相談に加え、

現地相談にも積極的に取り組む。 
さらに、利用者アンケートを実施し、

業務に反映させることにより、継続

的なサービスの質の向上に取り組む

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
２ 県内企業が直面する技術的

課題を解決する技術支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 技術相談 
・総合相談窓口やメール相談の

利用を促し、中小企業等の課題

解決に最適な担当者へ迅速かつ

適切につなぐ体制を継続し、随

時、改善に努める。 
 
 
 
 
 
 
・産技総研内のネットワークか

 
 
 
 
 
２ 県内企業が直面する技術的課題を

解決する技術支援 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相談実績の推移 
 
 
 
 
 
 
(1) 技術相談 
・各種相談の取り次ぎにおいて、迅速か

つ正確に対応出来るよう、電子メール

を中心とした所内伝達などの対応改

善を進め、第２期中期目標期間に実施

を予定している複数依頼の一括請求

などの新たな支援サービスに対する

相談対応についての検討・準備を行っ

た。また、新型コロナウイルス感染症

に対する対応を継続し、来所せずに技

術相談が実施可能なオンライン技術

相談の利用を推奨した。 
・イントラネットで情報共有している

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

引き続き、新型コロナウイルス感染拡

大防止に配慮しながら、外部機関と連携

し、企業訪問を継続して実施するなど新

規顧客の獲得に努めた。特に、技術相談

では産技総研では実現が難しい相談に

対しても、企業が直面する課題の解決に

向けて可能な限り他機関を紹介するな

ど、利用者の視点に立った対応を実施す

ることを心掛け、着実に実施すること

で、中小企業等が抱える技術的課題の解

決に貢献した。 
また、所内情報共有により、相談担当

職員による技術相談・試験計測等の実施

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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とともに、関係団体等を通じて産技

総研の取組を周知することにより、

未利用企業の利用を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【技術相談件数】中期計画期間中

114,240 件 

ら閲覧可能な技術相談担当一覧

リストの所内利用を促し、分野

横断的な支援の効率化を図る。

 
 
 
・相談内容、対応結果等を整理

し、職員間で情報共有を継続す

る。 
 
・幅広い技術相談に対応可能な

外部機関との連携を有効に活用

する。 
 
 
 
・（公財）神奈川産業振興センタ

ー等と連携した企業訪問による

技術相談に積極的に取り組む。

・利用者に対して満足度アンケ

ートを実施し、中小企業等のニ

ーズと課題を把握し、継続的な

サービスの質の向上に取り組

む。アンケート項目等について

は適宜見直しを行う。 
 
 
 
【技術相談件数】令和３年度中

23,937 件 

技術相談担当者一覧の更新を実施し、

相談担当職員による相談・試験計測等

の担当者確認の効率化を引き続き実

施した。また、横断的な技術分野へ対

応するため、連絡体制の再整理を行っ

た。 
・技術支援業務システム内のＢＩツー

ル（ビジネスインテリジェンスツー

ル）を活用し、職員間での情報共有の

実施を継続して実施した。 
・産技総研単独では解決できない課題

などに対しては、外部機関を紹介する

ことに留まらず、共同研究や外部資金

申請につなげるため、コーディネート

支援を実施するなど、外部機関との連

携を深化させた。 
・（公財）神奈川産業振興センター等と

連携したオンライン会議や企業訪問

による技術相談を実施した。 
・利用者アンケートは、試験計測の利用

者 1,292 件を対象にメールにより実

施した。アンケートの回答件数は、162
件（13%）であり、「手続き（98%）・

対応（99%）・知識（100%）・正確さ

（98%）・結果（100%）」のすべての面

で非常に高い満足度であるという結

果が得られた。 
 
【技 術 相談 件 数】 令 和３ 年 度中

21,139 件 

担当者確認の効率化を継続して行うと

ともに、技術部職員が試験等作業を中断

することなく対応できるよう、電子メー

ルによる所内伝達を優先させるなど、改

善・効率向上を図っている。 
さらに、境界領域や分野横断の技術課

題について、技術部全体で対応可能とす

る体制を整え、企業が抱える課題の解決

に向けたソリューション提供に向けた

取組等により、継続的なサービスの質の

向上に努めている。 
 

【課題】 
迅速な回答を求める相談者のニーズ

への対応と試験計測等の作業を行いな

がら相談に対応する技術担当者の作業

効率向上を両立させることが継続課題

となっている。 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

金融機関との連携による見学会の実施や、Ｗｅｂ技術相談の導入など、相談受

付方法の多様化、効率化に努めるとともに、内部での情報伝達手段の改善に取り

組むなど、企業の技術的課題の解決等に向けた改善を実施した。これらの改善を

実施することで中小企業等の技術的課題の解決に貢献する技術相談を実施するこ

とができた。また、第２期中期目標期間に向けて相談から試験計測・技術開発受

託の報告まで来所に依らないサービス体制の構築に向けた検討を開始した。以上

の改善取組を継続して実施し、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 3 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
（略） 
２ 県内企業が直面する技術的課題を解決する技術支援 
（略） 

(2) 試験計測 
中小企業等の依頼に応じて迅速で精度の高い試験計測を行うことにより、中小企業等の生産技術の改善や製品開発を促進するほか、故障原因の調査等を支援し、その解決を図る。 
また、中小企業等に対する試験計測機器の開放利用を推進する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

自己
点数

評価
点数

コメント 
第１ 住民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 
 （略） 
 
２ 県内企業が直面する技術的課題

を解決する技術支援 
（略）  

 
 
 
(2) 試験計測 
中小企業等の依頼に応じて迅速で精

度の高い試験計測を行うため、中小

企業等のニーズの高い試験計測機器

を優先して更新・整備するとともに、

試験計測担当職員の能力の継続的な

向上に取り組む。 
また、中小企業等に対する試験計測

機器の開放利用を推進するため、ホ

ームページやメールマガジンによ

り、開放利用している機器に関する

情報提供を充実する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
２ 県内企業が直面する技術的

課題を解決する技術支援 
（略）  

 
 
 
(2) 試験計測 
・中小企業が抱える様々な技術

課題解決のため、職員研修や計

画的な試験計測機器の整備に取

り組み、課題解決機能の向上を

図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・試験計測機器の保守・更新、校

正管理を適切に実施し、試験結

果の信頼性向上、維持に努める。

・試験計測データ等の管理手順

を定める等、試験結果の正当性

や検証可能性を担保する仕組み

を整備する。 
 
 
・首都圏テクノナレッジ・フリー

ウェイ(ＴＫＦ)を構成する首都

圏公設試験研究機関連携体に参

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

試験計測実績の推移 
(2) 試験計測 
・感染防止対策として、引き続きメー

ル・郵便と試験品配送による試験計測

を推奨することで感染拡大防止と企

業支援の継続を両立した。 
技術部部長・副部長を中心に構成す

るＰＩ（Performance Improvement）
会議等を通じて、ホームページを活用

した技術支援事例等の紹介を継続し

て実施するとともに、収入支出の可視

化に基づく設備導入計画を元に、第２

期中期目標期間に向けた課題解決と

新たな支援スタイルについて議論し

た。 
・試験計測における機器更新や機器保

守について、適切な更新・保守管理を

継続して実施した。 
・品質管理システム（ＫＱＭＳ：

KISTEC Quality Management 
System）の整備を進め、記録類の整備

と内部監査を実施した。これにより、

各試験で取得するデータの質を保証

し、信頼性向上を図った。 
・ＴＫＦ機関内で技術支援の強化を目

的として実施する相互のミニインタ

ーンシップの活用や、各支援機関で開

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

更なる顧客開拓のため、引き続き、当

所ホームページの改修を進めた。令和

２年度に新たに整備した分析事例・研

究成果紹介ページを拡充するだけでな

く、情報更新において省力化を図ると

共に、公開情報の分類方法等を見直し、

利用者が欲しい情報にアクセスし易く

する改良を行う等の改善を積極的に進

めている。 
新型コロナの影響がある中、リピー

ト利用者を含めた全利用事業所数とし

ては、引き続き減少となったが、新規顧

客の開拓については、520 事業所の新規

利用を開拓することができた。 
また、試験計測項目を産業界のニー

ズに沿って随時更新した（令和２年度

61 件、令和３年度は 42 件の更新・新規

登録）。 
これらの活動を通じ、新型コロナウ

イルス感染症感染拡大の影響がある中

において、利用者の大幅な減少を食い

止め、年度計画目標件数を上回る実績

があげることができた。 
 
【課題】 

依頼者の来所を基本とした現行の業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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加している近隣公設試と連携し

た試験実施体制を継続する。 
 
 
・試験計測メニューのスクラッ

プアンドビルドを推進し、産業

界のニーズに適合するよう努め

る。 
・オーダーメイド試験計測が可

能であることを広く周知し、潜

在的ニーズに柔軟に対応する。

 
 
 
 
・令和２年度の新規導入機器（放

射･伝導電磁界イミュニティ測

定システム、パワー半導体特性

評価装置（半導体カーブトレー

サ）、化学反応評価装置等）につ

いて、メールマガジン、刊行物、

ホームページを利用して広く機

器情報を提供し、新しい機器の

利用を促進し、試験計測件数の

増加を図る。 
 
 
 
 
・令和２年度に公開した「分析事

例・研究成果紹介ページ」をさ

らに充実・周知させ、新規利用

者の獲得を目指す。 
 
 
 
 
 
 
・開放利用可能な機器の取扱い

について丁寧で的確な説明・指

導を行い、機器使用の促進を図

る。 
・技術支援業務システムの改善

検討を引き続き実施し、帳票入

力の省力化など、業務の効率化

を推進する。 
・利用者の利便性向上のため、試

験受付方法や試験実施方法の多

様化を検討する。 
 

催する研究発表会への相互参加等の

機会を利用し、支援内容についての確

認を行うことで、情報交換を継続実施

し、連携支援機能が強化できた。 
・産業界のニーズに適合するよう、四半

期ごとに試験計測項目の新設・削除

等、料金表の改定を継続的に実施した

（新設 42 件、削除 34 件）。 
・ホームページ上に分析事例・研究成果

紹介ページを整備し、複数の試験項目

を組み合わせた分析事例や料金表に

記載されている支援メニュー以外の

対応例などを紹介し、オーダーメイド

的な対応が可能である旨を継続して

ＰＲした。 
・新規導入機器について、平易な表現を

用いるなど随時更新・強化を図り、積

極的に広報を行った。また、公開情報

の分類方法等を見直し、利用者が欲し

い情報にアクセスし易くする改良を

行った。これらの取組により、520 事

業所（令和２年度は 635 事業所）の新

規利用を開拓することができた。な

お、利用者の約 32%が新規獲得顧客で

あった（利用者アンケート結果より）。

 一方、リピート利用者を含めた全利

用事業所数としては、引き続き減少と

なった（令和２年度は 1,728 事業所、

令和３年度は 1,645 事業所）。 
・令和２年度に新たに整備した「分析事

例・研究成果紹介ページ」を拡充する

ことで、新規利用者の獲得を目指し

た。また、料金表及び利用する機器の

個票化を進め、関連するホームページ

の修正やページ作成が自動的に実施

される仕組みを導入した。これによ

り、更新の省力化を図ると共に、分類

方法等を見直し、利用者が欲しい情報

にアクセスし易くする改良を行った。

・開放利用可能な機器について、感染対

策を取りながら、開放利用可能な実施

方法を検討し、可能な限り機器使用の

促進を図った。 
・技術支援業務システムの更なる改善

を検討し、業務管理や手続きのデジタ

ル化を目指したシステムの導入を検

討した。 
・複数の試験計測依頼に対し、一括対応

や一括請求などへ対応する支援体制

の検討を行った。 
 

務システムにおいて、業務管理面など

課題や改善点があるため、新業務シス

テムの導入を検討・試行し、業務を円滑

に継続しながら、業務効率の改善を図

っていくことが課題である。 
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【試験計測件数】中期計画期間中

225,880 件 
【試験計測件数】令和３年度中 

47,329 件 
【試験計測件数】令和３年度中 

52,390 件 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

積極的な外部資金獲得と経費節減により、支援ニーズにあった高額機器(分析透

過電子顕微鏡、強度試験、ＥＭＣ、ＥＰＭＡ等)の導入を推進し、効率的かつ効果

的な支援体制整備を継続実施した。また、平成 30 年度から、法人独自の品質管理

システムの導入を順次進め、各試験項目で取得するデータの信頼性向上を図っ

た。これらの取組と職員各々の努力と工夫により、中期計画を大幅に上回る成果

を達成した。 

 
 
 

S 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

S S S A 
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小項目 4 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 
２ 県内企業が直面する技術的課題を解決する技術支援 
（略） 

(3) 技術開発 
中小企業等の依頼に応じて技術開発を実施することにより、中小企業等が単独では解決が困難な技術的課題の解決を図る。 
さらに、技術開発終了後のフォローアップに努めることにより、支援の実効性を高める。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
 
２ 県内企業が直面する技術的課

題を解決する技術支援 
（略）  
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 技術開発 
中小企業等の研究開発を支援する

ため、産技総研の技術・ノウハウを

活用し、中小企業等から受託した

課題の解決に向けて支援する技術

開発に取り組む。 
また、技術開発終了後は、その成果

を基にした中小企業等の製品化を

促進するため、製品化に向けて必

要な安全性試験等の情報提供や試

験計測、共同研究などに取り組む。

さらに、サービス提供のスピード

アップを図るため、事務手続きの

簡素化に取り組む。 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
 
２ 県内企業が直面する技術的

課題を解決する技術支援 
（略）  

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 技術開発 
・中小企業等が抱える技術課題

解決のため、産技総研の技術・

ノウハウを提供し、企業への技

術開発支援を行う。 
 
 
 
 
・技術開発終了後、製品化に向け

た安全性確認試験等の情報提

供、継続的な試験計測による支

援を行うとともに、共同研究へ

のコーディネート、提案公募型

の競争的資金の獲得支援等によ

り事業化を促進する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術開発実績の推移 
 (3) 技術開発 
・ホームページ上で公開している産技総

研の分析事例や研究成果等についての

技術情報の充実を図り、試験計測（依頼

試験）や技術開発受託（受託研究）の事

例、特許技術をわかりやすく紹介するこ

とで、企業が抱える課題に対しどのよう

なことができるか、試験方法の説明、具

体的な分析事例等を利用者に提供した。

・外部資金公募情報のイントラネット共

有などにより、中小企業等に対する競争

的資金の獲得支援を引き続き実施した。

これによりＪＳＴの A-STEP 等外部資

金へ７件の申請（採択４件）を行った。

また、中小企業等のＡＩ・ＩｏＴ関連技

術開発支援として、戦略的基盤技術高度

化支援事業（サポイン）、国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）の「次世代人工知能・ロボ

ットの中核となるインテグレート技術

  
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

様々な企業のニーズに対し、技術部職

員が積極的に各種支援に対応していく

と共に事務を担当する職員も利用企業

や職員の要望に応じた適切なサポート

を行うなど、企業ニーズへのきめ細かな

対応を実施したことを高く評価する。 
また、ホームページ上において、産技

総研の分析事例や研究成果等を公開し、

保有技術のＰＲに努めるなど、産技総研

が保有する技術を生かした技術開発受

託により、利用企業の開発促進に大きく

貢献することができた。 
さらに、技術開発受託研究により培っ

た企業との良好な関係性を保ちながら、

研究を発展させ外部資金獲得（A-STEP
への申請やサポイン、（公財）ＪＫＡ共

同研究、NEDO の大型プロジェクトな

どへの対応など）対応し、産技総研のそ

の他の支援メニューへ繋げたことを評

価する。 
 
【課題】 

件数増加に対応した、業務フロー管

理の効率化と見える化を引き続き実施

し、報告書・データの品質を落とさない

取組・方策を進める必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
S 
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【技術開発受託件数】中期計画期

間中 450 件 

 
・複数の試験、分析、加工を組み

合わせた技術開発受託を迅速に

進めるため、適宜、事務手続き

を見直し、技術開発受託件数の

増加を図る。 
・業務フローの見直しなどの業

務改善を検討し、帳票入力の省

力化など、業務の効率化を推進

する。 
・データや報告書等の管理手順

を定める等、結果の正当性や検

証可能性を担保する仕組みを整

備する。 
 
 
 
 
【技術開発受託件数】令和３年度

中 95 件 

開発」といった大型研究を実施した。 
・技術開発受託手続きに関する業務の効

率化を図るとともに、大型設備の持ち込

みを想定し、複数年度にわたる計画を実

施可能な事業化促進技術開発受託制度

の創設を行った。 
・技術開発受託と試験計測とを同一の業

務システムで一括管理できるように、業

務フローの見直しなどの業務改善を検

討した。 
・試験計測、技術開発受託における、デ

ータや報告書等の正当性について、証明

手段を確保するとともに、第三者による

検証の可能性を担保するため、試験計測

データ等の保存に関するガイドライン

により、データの適切な保存を継続して

実施した。 
 
【技術開発受託件数】令和３年度中

128 件 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

独立行政法人化のメリットを生かし、後払い制度の導入や外部だけでなく所内の

手続きを簡略化するなど、事務手続きの改善等を毎年度実施することにより、利用

者の利便性向上に努めた。また、利用者のニーズ把握に努め、手続きを簡素化した

簡易型等、多様な受託方法を検討し、制度化するなどの取組により、中期計画を大

幅に上回って達成した。 
 

 
 
 

S 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

S S S S 
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小項目 5 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

２ 県内企業が直面する技術的課題を解決する技術支援 
（略） 

(4) 評価法開発 
事実上の国際標準となり得る評価法を開発するなど、新技術や新製品の性能を評価する支援を充実することにより、新たに開発される技術や製品の信頼性の向上に貢献する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
２ 県内企業が直面する技術的課

題を解決する技術支援 
（略）  

(4) 評価法開発 
新技術や新製品の性能を評価する

支援を充実するため、日本が先行

し、今後も発展が期待できる有望

技術に関し、デファクトスタンダ

ードとなる評価法の研究開発を推

進する。その評価法を駆使して新

技術や新製品の信頼性を確保し、

中小企業等の売れる製品づくりを

支援する。 
研究開発に取り組む評価法は、以

下の４分野を柱とする。 
①光触媒材料計測評価 
 ②抗菌・抗ウイルス性能評価 
 ③食品機能性評価 
 ④太陽電池計測評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
２ 県内企業が直面する技術的

課題を解決する技術支援 
（略）  

(4) 評価法開発 
・プロジェクト研究の成果とし

て蓄積した新技術による性能・

機能性評価メニューを新たに開

発するとともに、開発した評価

法による性能評価サービスを提

供し、企業サンプル等の評価を

通して中小企業等の売れる製品

づくりを支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・研究開発に取り組む評価法は

以下の４分野を柱とし、特に②

については、令和２年度新型コ

  
 
 
 
 
 
 
 
(4) 評価法開発 
・光触媒材料評価試験は、光触媒材料の

性能試験及びセルフクリーニング性能

試験を実施した。また、光触媒溶剤の濃

度や塗布条件を変えた試料を用いて、製

造再現性の高い条件を見いだす検討な

どを行った。 
抗菌・抗ウイルス評価は、ＢＳＬ３施

設を活用した新型コロナウイルスを用

いた抗ウイルス評価を 20 件以上実施し

たほか、抗菌技術製品協議会（ＳＩＡＡ）

抗ウイルス試験事業者登録を行った。ま

た、令和２年度にＩＳＯ化した実環境光

触媒（抗菌）試験を新メニューとして提

供開始した。また、担当職員の負担軽減

のため、自動化装置の設置などの対応を

実施した。これらにより、収入の大幅増

につながった。 
食の機能性評価は、疲労やストレスに

対する食品等の影響についての研究を

進め、ヒト試験に脳波解析を導入し、健

康食品成分が脳活動に影響を与えるこ

とを明らかとした。 
太陽電池計測評価は、これまでに開発

した評価メニューを中心に支援業務を

行うとともに、より実用的な性能評価法

の開発に引き続き取り組んだ。 
・殿町地区に整備したＢＳＬ３環境を活

用し、企業ニーズの高い新型コロナウイ

ルスを含めた抗ウイルス評価試験を含

 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

抗菌・抗ウイルス評価では、新型コロ

ナウイルスを用いた評価の実施と並行

してＳＩＡＡ抗ウイルス試験事業者登

録を実現したことと、新型コロナウイル

ス含む抗菌・抗ウイルス全般の受託につ

いて、収入の大幅増（令和元年度比約4.2
倍、令和２年度比 1.4 倍）に結び付けた

ことを非常に高く評価する。また、抗菌

性能評価では、数年かけて開発した実環

境下での抗菌評価法がＩＳＯ化され、新

メニューとして提供可能になったこと

を評価する。 
このように、メニュー数が中期目標の

年度計画を超えて達成されたばかりで

なく、企業からのニーズを確実に捉えた

ことを高く評価する。 
 
【課題】 

企業から評価依頼される製品・品目の

多様化への対応が課題である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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【新技術による性能・機能性評価

メニュー数】平成 33 年度までに 25
メニュー 

ロナウイルスを扱える環境を整

備したので、引き続き企業ニー

ズに応えた取り組みを行ってい

く。 
 
【新技術による性能・機能性評価

メニュー数】令和３年度中

25 メニュー 
（内訳） 
①光触媒材料計測評価 10 メニュ

ー 
②抗菌・抗ウイルス性能評価６メ

ニュー 
③食品機能性評価４メニュー 
④太陽電池計測評価５メニュー 

む評価を 509 件実施した。 
 
 
 
 
【新技術による性能・機能性評価メニュ

ー数】令和３年度中  27 メニュー 
 
（内訳） 
①光触媒材料計測評価 10 メニュー 
②抗菌・抗ウイルス性能評価８メニュー

③食品機能性評価４メニュー 
④太陽電池計測評価５メニュー 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、地方公設試として初めて新型コロナ

ウイルスを扱える環境を整備し、令和２年度末から新型コロナウイルス対応製品の

性能評価を開始した。また、食品の機能性評価では、地域大学とのネットワーク構

築により、ヒト試験までが可能となった。食品を摂取した時のヒトの脳機能への影

響を調べるなど、未病に関係する評価法を確立した。これら社会要請に応える評価

メニューを開発し、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A S A 
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小項目 6 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

３ 県内企業による製品開発や商品化を促進する事業化支援 
製品開発の事業化の段階において、産技総研が保有する技術・ノウハウの活用と、デザイン支援機関など他の支援機関との連携により、製品開発支援に加え、デザイン支援や知的財産支援など総合

的な支援を行う。 
(1) 製品開発支援 

商品の企画・開発の初期段階から販路を見据えた支援を行うことなどにより、中小企業等による新製品の開発や商品化のスピードアップ、成功率の向上に貢献する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

自己
点数

評価
点数

コメント 
第１ 住民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 
 （略） 
 
３ 県内企業による製品開発や商品

化を促進する事業化支援 
中小企業等に対し、事業化に向けた

総合的な支援を行うため、商品企画

開発段階から販路を見据えた製品開

発を促進する製品開発支援、製造分

野におけるＩｏＴ技術導入支援、売

れる商品づくりを促進するためのデ

ザイン支援、製品開発における知的

財産権の活用を促進する知的財産支

援を実施する。 
 
(1) 製品開発支援 
商品の企画・開発の初期段階から販

路を見据えた製品開発支援を行うた

め、技術面に加えて、経営面、デザイ

ン面に関わる商品企画、市場調査・

展示会等への出展によるテストマー

ケティング等に関する支援を行う。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
３ 県内企業による製品開発や

商品化を促進する事業化支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 製品開発支援  
・中小企業等の新規事業の事業

化計画の立案及び実施につい

て、新しい社会的価値につなが

るイノベーション創出の視点

に立って、計画の立案段階から

支援を開始し、事業化のスピー

ドアップや成功率の向上に貢

献できるよう、製品化に向けた

伴走支援を実施する。 
・製品開発支援に関わる技術支

援に加え、販路を見据えた商品

企画や、ブランディング、デザ

イン等に関する支援、早期商品

化に向けた経営支援を含め、売

れるモノづくりを目指した総

合的な支援を行い、商品化を促

す。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 製品開発支援 
・各事業の様々な支援業務を活用し、

統合的な企業支援を実施することで、

中小企業等の事業化のスピードアッ

プや成功率の向上に貢献し、19 件の

製品化を支援した。そのうち、県内企

業かつ公表可能な 12 件を製品化支援

件数とした。 
 
 
・県内中小企業を対象とした「製品化

支援」として、製品化・事業化支援事

業により、令和３年度は【製品化支援】

10 件（製品開発室利用課題４件・通

所課題６件）を採択し、【事業化支援】

12 件の合計 22 件の課題について支

援を実施した。また、過去に当事業で

支援した１件を含む合計９件の製品

開発が順調に進展し商品化に至った

（「アウトドア用窒化処理製品」、「植

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 
各事業の様々な支援業務を活用し、統

合的な企業支援を実施することで、中小

企業等の事業化のスピードアップや成

功率の向上に貢献した。 
展示会出展による事業化の促進につ

いては、17（延べ 23）社（令和２年度 17
社、令和３年度支援企業）を対象に実施

し、産技総研の事業の広報ができたとと

もに、支援企業からも高い評価を得るこ

とが出来た。 
製品化・事業化支援事業では、信用金

庫をはじめ、金融機関からの支援要請も

増え、事業化促進グループ並びに技術支

援コーディネーターを中心に新たな相

談案件のブースター役として活動した

結果、事業のフォローアップや見直しを

進め、事業化促進技術開発受託事業によ

る製品開発室利用を含め、５室全室が利

用状態となっている。 
以上のように、事業化支援部の職員と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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・市場にマッチした製品化・商品

化を促すため、製品開発に取り

組む企業が出展する展示会等

において、市場調査やテストマ

ーケティングに関わる助言・提

案等の支援を行い、ユーザーニ

ーズの把握や課題抽出につな

げる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・支援を行った中小企業等の製

品化・事業化等の状況をフォロ

ーアップし、新たに直面してい

る課題解決のために必要なコ

ーディネート支援等を提案す

る。 
 
 
・経営・技術・金融の連携を効果

的に活用し、かながわイノベー

ション戦略的支援事業等を活

用して総合的な中小企業等の

製品開発支援に取り組む。 
 
・企業の製品開発、商品化につい

て、製品開発室等の活用促進等

適宜支援できる仕組みを検討

する。 
・さがみロボット産業特区にお

けるロボット関連技術の倫理

審査会・実証実験を支援し、生

活支援ロボットの実用化を促

進する。 

物由来カラートリートメント」、「飛沫

感染防止ボード」、「魚醤の沈殿発生の

抑制技術」等）。 
・製品化・事業化支援事業、生活支援

ロボットのデザイン支援対象企業を

中心とした 17 社（複数展示会出展を

含め、延べ 23 社）に対し、事業化支

援、フォローアップ支援の一環として

展示会（計４回：スマートファクトリ

ーJAPAN2021（12 月１日～３日）、

テクニカルショウヨコハマ 2022（２

月２日～４日、オンサイト開催、２月

２日～10 日、オンライン開催）、2022
国際ロボット展（３月９日～12 日、

オンサイト開催、３月１日～18 日、

オンライン開催）、KOKOKARA Fair
（３月９日～12 日））への出展支援に

より、情報発信、テストマーケティン

グ、販路開拓支援を実施した。 
また、KOKOKARA Fair にて、市

場競争力のある魅力的な商品開発、事

業づくりに向けたスキルアップセミ

ナー（ものづくりデザイン経営セミナ

ー）を延べ４回開催し、参加者合計

101 名であった。支援企業の成果 PR
を兼ねてオンサイト開催を実施し、名

刺交換交流会を設けた結果、支援企業

へのマッチングにもつながった。 
・平成 27 年度から製品化・事業化支援

事業により、総合的な製品化支援を行

った「白髪ケア製品の開発」について、

四者業務協力協定による「かながわイ

ノベーション戦略的支援事業」の推進

や本事業の継続的なフォローアップ

（伴走支援）により、機能向上を図っ

た新商品として発売された。 
・製品化・事業化支援【製品化支援】の

２件、【事業化支援】の２件の課題に

おいて、信用金庫による経営支援と連

携しながら事業化支援を実施した。ま

た、新設した事業化促進技術開発受託

事業による支援を実施した。 
・企業の製品開発、商品化について、

技術開発受託の活用を促進し、支援で

きる仕組みとして、概念実証支援の検

討を行った。 
・さがみロボット産業特区の支援活動

の一環で実施している「製品化支援」

として、県内中小企業を対象とした生

活支援ロボットデザイン支援事業に

おいて、商品化モデル２件を採択し、

技術支援担当部署、支援機関、金融機関

が連携し、製品化･事業化支援に取り組

んだ結果、目標を達成できた。 
生活支援ロボットデザイン支援事業

では、開発初期段階からのデザイン活用

を行いつつ、ユーザー、関係者との共創

をし、付加価値の高い生活支援ロボット

の商品化を目指した伴走支援を 2015 年

（H27 年）から 42 件（モデル 13 件・個

別 29 件）行っている。 
この伴走支援では、スタイリングのデ

ザインだけでなく、商品企画、３D プリ

ンターによる試作支援、出展支援、デザ

イナーマッチング、知財戦略支援等の総

合的デザイン支援を実施することで、デ

ザイン経営力の向上を含めた、新たなビ

ジネスモデル創出に資する貢献をした。

 
【課題】 
(１) 製品化・事業化支援事業 

有望テーマ、支援企業の継続的な発

掘を着実に進める必要がある。 
(２) 生活支援ロボットデザイン支援事

業 
市場ニーズ、直面している課題によ

り、ロボットへの期待感が高まってい

る。支援事業の意図を踏まえ、開発資金

調達に関わる必要があるため、外部専

門家との連携が引き続き必要である。
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【製品化支援件数】中期計画期間中

50 件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【製品化支援件数】令和３年度

中 12 件 

商品企画、３D プリンターによる試作

支援、出展支援、デザイナーマッチン

グ、知財戦略支援等の総合的デザイン

支援による伴走支援を実施した。 
また、県「最先端ロボット開発推進

プロジェクト（ハンズオン）」にプロ

ポーザルにて支援機関として採択さ

れ、アルケリス株式会社「新型アルケ

リス」ロボット開発、実証実験など、

ハンズオン支援を実施し試作機を完

成させた。 
さがみロボット産業特区ロボット

研究会のオープンイノベーション交

流会では、ロボット関連企業と技術シ

ーズを保有する企業との技術マッチ

ングを行い、１件の生活支援ロボット

の改良・商品化に至った（フィールド

監視ロボット）。 
・生活支援ロボット実証試験支援事業

等の県で支援するロボット実証実験

のうち、人を対象に実施する実証７件

について、当所で運営している倫理審

査会で審査し、科学的合理性、倫理的

妥当性の観点から助言を行い、企業等

のロボット製品化支援に貢献した。 
 
【製品化支援件数】令和３年度中

12 件 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

さがみロボット産業特区の取組として、生活支援ロボットの商品企画から試

作、デザインマッチングや知財支援等の伴走型支援に取り組むとともに、特区内

の実証試験に係る倫理審査委員会を開催し、ユーザー視点に立った製品開発に貢

献した。各事業セグメントにおける各事業の様々な支援業務を活用し、統合的な

企業支援を実施することで、中小企業等の事業化のスピードアップや成功率の向

上に貢献し、中期目標期間において合計 53 件の製品化を支援し、中期計画を達

成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

S A A A 
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小項目 7 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

３ 県内企業による製品開発や商品化を促進する事業化支援 
（略） 
(2) ＩｏＴ技術導入支援 

ＩｏＴに関する開発・検証環境の提供や３Ｄプリンター等を活用した試作支援等を充実することにより、中小企業等におけるＩｏＴやデジタル技術の導入を促進する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
３ 県内企業による製品開発や商

品化を促進する事業化支援 
 （略） 
(2) ＩｏＴ技術導入支援 
ＩｏＴの普及を促進するため、中

小企業等の参加するＩｏＴ研究会

において、フォーラムや講習会等

を開催し、ＩｏＴの活用事例等の

発信を行う。その際、ＩｏＴの技術

情報については、技術動向調査や

学会等への参加により最新の情報

を把握し、中小企業等へ積極的に

発信する。 
また、ＩｏＴに関する開発・検証環

境を提供するため、中小企業等が

試作したＩｏＴ機器を接続し、試

験や評価に活用できるＩｏＴラボ

を構築する。 
さらに、試作開発の期間短縮や高

度化を図るため、設計・デザインか

ら試作、評価まで、製品開発のプロ

セスの各段階において、３Ｄプリ

ンターなどを活用した支援を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
３ 県内企業による製品開発や

商品化を促進する事業化支援 
（略） 
(2) ＩｏＴ技術導入支援 
ア ＩｏＴ研究会事業 
・ＩｏＴフォーラム・研究会活動

を通じ、課題の抽出や検討、技

術動向調査、標準化動向等に関

する情報や交流の場を提供する

とともに、関連学協会等から最

新情報の収集に努め、広く発信

することで県内産業におけるＩ

ｏＴリテラシーの醸成に努め

る。 
・新型コロナウイルス感染症対

策を十分に実施した上で、講演

会に見学会や実演等を組み合わ

せた双方向・体験型のフォーラ

ムを企画し、普及・交流を促進

する機会を提供することでＩｏ

Ｔ・ＡＩ等の Society5.0 やデジ

タル化への展開を見据えた技術

開発活動の活発化を図る。 
・（公財）JKA の補助を受け、令

和元年度に実施した「ＩｏＴの

課題を 1 日で解決する複合型フ

ォーラム事業」の成果を活用す

る。また、平成 30 年度に実施し

た「中小企業経営支援等対策費

補助金（産学連携デジタルもの

づくり中核人材育成事業）」の成

果を併せて展開し、ＩｏＴ人材

の育成に取り組む。 

  
 
 
 
 
 
 
 
(2) ＩｏＴ技術導入支援 
ア ＩｏＴ研究会事業 
・「公設工業試験研究所等における人材

育成等補助事業」（（公財）ＪＫＡ）にお

いて実施したＤＸ推進フォーラム（２

回）をＩｏＴ研究会に周知し、ＤＸ、ロ

ーカル５ＧやＡＩに関する最新の技術

動向等の情報提供を行った。また、神奈

川ＩｏＴ研究会のホームページにイベ

ント情報と会員のＩｏＴに関するシー

ズ・ニーズ等のＰＲ情報を掲載した。 
・平成 30 年度に実施した「中小企業経営

支援等対策費補助金（産学連携デジタル

ものづくり中核人材育成事業）」の成果

を 活 用 し た セ ミ ナ ー 「 国 際 標 準

IEC61131-3 に基づく PLC プログラミ

ング＜導入編＞」を実施し、ＰＬＣを用

いた模擬システムの紹介やプログラミ

ングにおける課題についての情報提供

を行った。 
・令和元年度に（公財）ＪＫＡの「公設工

業試験研究所等における人材育成等補

助事業」の支援を受け実施した「ＩｏＴ

の課題を 1 日で解決する複合型フォー

ラム事業」の成果を活用した複合型フォ

ーラム（講演会に見学会、体験学習、Ｉ

ｏＴ技術相談会を組み合わせたフォー

ラム）として、（公財）ＪＫＡ人材育成

事業を活用し、セミナー（初日）と実習

（2 日目）を組み合わせた複合フォーラ

 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

外部資金による人材育成事業を活用

するなど、ＩｏＴ・ＡＩやＤＸなどデジ

タル人材育成や技術情報提供に積極的

に取り組み、年度計画を達成した。特に、

中小企業等においてＩｏＴ技術導入へ

の入口となる安価な小型シングルボー

ドコンピュータ（ラズベリーパイ）によ

るデータ収集に関する研修から、製造業

の装置などの制御に使用されるＰＬＣ

プログラミングに関する研修など、企業

の目的、デジタル化へのステージに合わ

せた幅広い支援活動が行えたことを評

価する。 
ＩｏＴラボの整備・運用事業において

は、ＩｏＴラボを活用したネットワーク

認証試験や技術開発受託を継続して実

施したほか、令和２年度に整備したロー

カル５Ｇ等基地局を活用し、ローカル５

Ｇの必要性や利用形態の検討などの共

同研究を５件実施し、ユースケースの開

発を進めた。 
デジタルものづくり支援においては、

製品の設計・デザインを含めたデジタル

化を開発初期段階から活用できるよう

な技術支援を継続して実施出来た。特

に、３Ｄプリンターによる造形と３Ｄデ

ータを作成するモデリング支援を連動

させた支援が定着してきており、デジタ

ルものづくり支援実績の増加（令和３年

度合計 75 件、令和２年度 66 件、令和

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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イ ＩｏＴラボの整備・運用事業

・ＩｏＴ研究会・ラボの活用によ

って得られた技術・ノウハウを

活用し、ＩｏＴに関する技術支

援、共同研究開発を行うととも

に、事例や知見を広く発信して

いくことで、中小企業等におけ

る効果的なＩｏＴ技術導入を促

進する。 
 
 
 
・ＩｏＴ化に必要なデジタルデ

ータの取り出し、データベース

への蓄積、データ連携へのＡＩ

技術の活用、リアルタイム通信

技術のＴＳＮ（Time-Sensitive 
Networking）の活用等におけ

る、コンセプトの実現可能性の

検証であるＰｏＣ（Proof of 
Concept）を実施する環境（Ｉｏ

Ｔテストベッド）の整備や、産

業用ネットワークの認証試験の

充実を継続し、令和２年度に導

入したローカル５Ｇ基地局等と

併せ、様々な無線通信技術の活

用を推進する技術支援等を通じ

て中小企業等のＩｏＴ技術導入

を支援し、ＩｏＴ化の促進を図

る。 
・幅広い業種に向けてＩｏＴ化

やデジタル化を促し、裾野を広げ

て生産性や付加価値の向上を図

っていくため、情報系職員に限ら

ず各分野で技術支援を担当する

職員のＩｏＴ・ＡＩリテラシーの

向上に取り組む。 
 
 
 
 
ウ デジタルものづくり支援 
・ＩｏＴや３Ｄ試作・加工技術等

を活用した試作開発の期間短縮

や３次元ＣＡＤ／ＣＡＥによる

機械部品の設計や応力解析の活

ムを実施した。但し、実習に関しては、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を受け、職員参加による試行としての実

施となった。 
 
イ ＩｏＴラボの整備・運用事業 
・ＩｏＴテストベッド等により構成され

るＩｏＴラボを活用し、試験計測により

利用するネットワーク認証試験と技術

開発受託や企業の人材育成のための個

別研修（新技術活用研修）などを実施し

た。また、前述の複合型フォーラムや研

修等を通じ、事例や知見を広く発信し

た。ＩｏＴ導入支援は、共通のやり方が

存在せず、企業や案件ごとに異なる要求

があるため、それぞれに対して適切に手

段を選んで丁寧に支援を実施した。 
・ＩｏＴラボにおけるネットワーク認証

試験では、継続して企業支援を実施し

た。また、研修では、上述の「国際標準

IEC61131-3 に基づく PLC プログラミ

ング＜導入編＞」を使用した研修をオン

ラインのみで、実習部分は、実機でのデ

モ紹介のみとして開催し、中小企業等の

技術者の人材育成を図った。 
 また、ローカル５Ｇ等基地局を活用し

た共同研究を５件実施し、ローカル５Ｇ

の必要性や利用形態の検討など導入前

検討や、ローカル５Ｇ通信環境での評

価・検証などユースケースの開発を行っ

た。 
 
 
 
 
・幅広い業種に向けてＩｏＴ化・ＡＩ活

用を促すために、引き続き所内設備等の

ＩｏＴ化やＡＩ活用検討を８テーマ実

施し、所内事例の充実と職員の意識向上

に努めた。この取り組みにより、所内研

究会参加職員への実施後アンケートに

よりの約７割がＩｏＴ・ＡＩへの理解が

進み、約６割がＡＩを扱うスキルが向上

すると考えており、職員のリテラシー向

上に繋がった。 
 
ウ デジタルものづくり支援 
・３Ｄ技術等を活用した試作開発につい

て、ホームページ上での具体的な支援事

例紹介件数を増やし、製品の設計・デザ

インを含めたデジタルものづくり支援

元年度 50 件）に繋がっていることを評

価する。 
以上のような取組を継続して実施す

ることにより、年度計画を達成した。 
 

【課題】 
・ＩｏＴ人材の育成などにおいて、実機

を用いた対面での実習による育成効果

が高く、積極的に研修に組み入れてきた

が、教材を利用した実習の実施について

は、新しい生活様式に対応したオンライ

ン化が難しく、実習実施の課題となって

いる。 
・ＩｏＴ技術導入において、導入したい

側と供給ができる側には、テクニカルタ

ームを含めて数多くの溝があることを

マッチングの課題として認識している

が、それを解決するために、必要に応じ

て自らも手を動かしながら両者のギャ

ップを埋めるコーディネーター不足が

伴走支援を実施する上での課題となっ

ている。 
・ＡＩ技術については、ＡＩ学習に利用

する教師データなどがあまり収集でき

ていない中小企業を支援できるよう、引

き続き、産技総研においてノウハウを蓄

積する必要がある。 
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用などによる支援、工場の自動

化や効率化へのＩｏＴ導入支

援、デザイン開発に係る技術を

活用した効果的なデジタルもの

づくりの支援等を行う。 
 
 
・経済産業省に承認された「１都

３県１市における次世代自動車

産業分野の連携支援計画」に基

づき、車体の軽量化部品等、複

雑形状の加工技術に関する支援

を推進し、次世代自動車産業で

予測されるＥＶシフトに対応し

た技術支援体制を整備する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に関する PR の強化を積極的に行った。

その結果、プロダクトデザイン等デザイ

ンに関する試験計測４件、技術開発受託

２件、３Ｄ造形・モデリング支援や設計

解析支援に関する試験計測 19 件、技術

開発受託 50 件、合計 75 件のデジタル

ものづくり技術支援を実施した。 
・地域未来投資促進法に基づく連携支援

計画を推進するため、埼玉県産業技術総

合センターが主催した TKF オープンフ

ォーラム（10 月５日～19 日オンライン

開催）等の機会を利用して関連技術の積

極的な PR を行うとともに、デジタルも

のづくり支援とデザイン支援の連動性

を高め、３Ｄプリンターによるデザイン

支援実績の向上に努めた。 
３Ｄプリンターによる支援実績推移 

  H30 R1 R2 R3
試験計測成
分数 200 408 377 254

技術開発受
託件数 9 18 32 16

 
・ＩｏＴ導入支援事例は以下の９件。 
①交通系電機メーカーにおいて、スマー

トシートのセンサ開発や制御・データ収

集システムのデモ展示に関する技術開

発を実施した。 
②ＩＴソリューション提供企業の事業

化を継続的に支援し、地方版ＩｏＴ推進

ラボ主催CEATECブースへ新ＩｏＴ製

品の出展支援を実施した。 
③飲料メーカーにおいて、飲料原料の育

成状況等データの分析・活用に関する技

術支援を実施した。 
④精密製品メーカーにおけるローカル

５G を使用したロボット監視の実証を

行った。 
⑤溶接機メーカーにおいて、溶接データ

のＡＩ解析を実施した。 
⑥ロボットソリューション提供企業に

おいて、インフラ点検ロボットの実証実

験を行った。 
⑦ロボットソリューション提供企業と

ともに、ロボット通信技術に関する外部

資金申請を行った。 
⑧エレベーターメンテナンス企業にお

いて、ＰＬＣ入門研修を実施し、PLC を

使用したＩｏＴ導入方法まで提案を行

った。 
⑨溶接・加工機メーカーにおいて、
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【ＩｏＴ技術導入支援件数】中期

計画期間中 30 件 

 
 
 
【ＩｏＴ技術導入支援件数】令和

３年度中 ８件 

NEDO事業で作製したレーザー光のAI
解析を実施した。 

 
【ＩｏＴ技術導入支援件数】令和３年度

中 ９件 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

産業用ネットワークに関する技術支援を中心に、企業のＩｏＴ化を着実に実施し

た。また、外部資金を活用した分野横断的な取組を展開することで、職員の IoT リ

テラシー向上に努め、身の丈に合ったＩｏＴ化事例を外部に示すとともに、これま

でに蓄積したノウハウを教材化し、人材育成に生かすなど裾野広くＩｏＴ技術の導

入を促進した。また、海老名本部に設置したローカル５Ｇ等基地局を活用した支援

や共同研究を実施した。さらに、３D モデリングとデジタル設計を組み合わせた総

合的なデジタルものづくり支援を実施した。以上の取組を継続して実施し、中期計

画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 8 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

３ 県内企業による製品開発や商品化を促進する事業化支援 
（略） 

(3) デザイン支援 
デザイン支援機関と連携を図りながら、商品等のデザイン支援を行うことにより、中小企業等の売れる商品づくりを促進する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
３ 県内企業による製品開発や商

品化を促進する事業化支援 
 （略） 
(3) デザイン支援 
商品等のデザイン支援を行うた

め、（公社）かながわデザイン機構

等との連携を図りながら、神奈川

中小企業センタービル内に設置す

る産技総研デザイン相談室におい

て、専門家による商品企画、商品デ

ザイン、パッケージなどに関する

助言・指導を行う。 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
３ 県内企業による製品開発や

商品化を促進する事業化支援 
 （略） 
(3) デザイン支援 
・横浜相談窓口（よこはまブラン

チ）にある産技総研デザイン相

談室において、（公社）かながわ

デザイン機構等との連携を図り

ながら、効果的なデザイン支援

を実現していく。 
 
・事業化支援部専門職員（技術・

デザイン・経営）により、よこ

はまブランチの活動を強化し、

デザイン相談室・技術総合相談

窓口の相互支援、関連支援機関

との円滑な連携を行うことで事

業化促進を実現する。 
 
・ユーザーに優しい生活支援ロ

ボットの早期商品化を促進する

ために、開発のコンセプトづく

りから製品の完成度を高める一

連の総合的な支援をデザイン事

業者とともに実施する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) デザイン支援 
・よこはまブランチの活動として、所在

先（神奈川中小企業センタービル）内に

ある（公社）かながわデザイン機構等、

支援機関との連携を継続的に実施する

とともに、相談内容によって最適な担当

者をコーディネートすることで、209 件

の相談実績をあげることができた。 
・また、デザイン相談室の開室日（週３

日）以外には、事業化支援部職員が交代

勤務することで、デザイン相談員との相

談状況の共有や連携を向上させ、よこは

まブランチと海老名本部の連動性を高

めた。また、デザイン相談室におけるオ

ンライン会議実施環境を整え、運営体制

の改善を行った。 
・生活支援ロボットデザイン等事業化促

進事業において、２件を商品化促進モデ

ルとして採択、３Ｄプリンターによる試

作支援、ユーザーヒアリング、知財戦略

支援（知財コンサルティング）など、総

合的な支援を行なった。また、県「最先

端ロボット開発推進プロジェクト（ハン

ズオン）」にプロポーザルにて支援機関

として採択され、アルケリス株式会社

「新型アルケリス」ロボット開発、実証

実験など、ハンズオン支援を実施し試作

機を完成させた。さらに、テストマーケ

ティング・広報活動及び販路開拓支援と

して２件の展示会出展（テクニカルショ

 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

生活支援ロボット等事業化促進にお

いて、開発事業者と外部デザイン専門

家との間に入り、マッチング相手の選

定を含めた共通認識の構築を優先した

製品開発初期からスタートする伴走型

支援に加え、デザインの価値化と開発

を同時に進める産業財産化支援を可能

としたことで、合計９件のデザイン支

援事例を積み上げられたことを評価す

る。特に、県「最先端ロボット開発推進

プロジェクト（ハンズオン）」に採択さ

れるなどの実績を上げられた。 
よこはま相談窓口におけるデザイン

相談室については、環境整備など運営

面での改善を引き続き実施すること

で、相談実績を確保したことと、引き続

き広く支援活動に努め、製造業だけで

なく、サービス業や個人など幅広い層

からの支持を得られる努力を継続して

いる。 
 

【課題】 
デザイナーとの協業による製品開発

の有効性など、デザインの重要性を中

小企業に伝えることが重要である。 
引き続き、デザイン相談室の新規利

用者及び生活支援ロボットデザイン支

援事業の新規支援対象事業者の開拓が

課題である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
A  



24 

ウヨコハマ 2022（２月２日～４日、オ

ンサイト開催、２月２日～10 日、オン

ライン開催）、2022 国際ロボット展（３

月 9 日～12 日、オンサイト開催、３月

1 日～18 日、オンライン開催））の出展

支援を実施した。 
 また、製品化・事業化支援【製品化支

援】の２件、【事業化支援】の２件の課

題において、信用金庫による経営支援と

連携しながら事業化支援を実施した。

（再掲） 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

よこはまブランチにおけるデザイン相談室の運営改善を継続的に実施し、（公社）

かながわデザイン機構との連携を中心に、効果的なデザイン支援を実施した。ま

た、平成 30 年度に新設した情報・生産技術部を中心に３Ｄプリンターを活用した支

援を推進し、設計から試作に至るデザイン支援ニーズに対応した。以上の取組を継

続して実施し、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 9 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

３ 県内企業による製品開発や商品化を促進する事業化支援 
製品開発の事業化の段階において、産技総研が保有する技術・ノウハウの活用と、デザイン支援機関など他の支援機関との連携により、製品開発支援に加え、デザイン支援や知的財産支援など総合

的な支援を行う。 
（略） 
(4) 知的財産支援 

知的財産権の活用を支援することにより、国際的な技術開発競争に対応した中小企業等の製品開発に貢献する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
３ 県内企業による製品開発や商

品化を促進する事業化支援 
 （略） 
(4) 知的財産支援 
知的財産権の活用を支援するた

め、技術相談と知的財産権に関す

る相談の連携強化、保有する知的

財産権の活用先を求めている中小

企業等と製品開発に必要な知的財

産権を求めている中小企業等のマ

ッチングの充実強化、特許等の情

報提供を行う。 
また、産技総研の研究開発から生

まれた知的財産権の技術移転を促

進するとともに、セミナー・フォー

ラム開催などによる知的財産権に

関する経営戦略の普及啓発を行

う。 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
３ 県内企業による製品開発や

商品化を促進する事業化支援 
 （略） 
(4) 知的財産支援 
・中小企業等の事業化・技術移転

といった知的財産権の活用を支

援するため、神奈川 R&D 推進

協議会活動を通じた知財マッチ

ング、相談等を行う。 
・中小企業等に対し、技術及び知

的財産権の両面から支援するた

めに、INPIT 神奈川県知財総合

支援窓口等の関係機関や自治体

との連携を強化するとともに、

企業の知財戦略に関する課題に

対し、知財相談を実施する。 
・知的財産権の取扱いに関する

基本的考え方等を示す知的財産

ポリシー等を適宜見直すととも

に効果的に運用する。 
・産技総研に帰属する知的財産

権の活用を促進するため、特許

流通コーディネーター及び科学

技術コーディネーターの連携を

強化し、コーディネート活動や

広報活動等を実施する。 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
(4) 知的財産支援 
・特許流通コーディネーター２名により

技術移転に関する相談 87 件、企業面談

を 20 件実施し、知財セミナーに併催し

て知財相談会を１回実施した。 
 
・（独法）工業所有権情報・研修館（INPIT
）神奈川県知財総合相談窓口の外部相談

窓口として、知財相談（第一、第三水曜

日）を 49 件（令和２年度 29 件）実施し

た。 
 
 
・所内新人向けの研修会にて知財ポリシ

ー・知財関連規程を説明し、職員の知的

財産に係る理解を高めた。 
 
・産技総研に帰属する知財については、

研究成果の事業化を目指し、研究プロジ

ェクト所属のコーディネーターを中心

として企業での知財活用促進を実施し、

令和３年度はＷｅｂサイトでの技術紹

介となったＪＳＴ新技術説明会（11 月

25 日）においても、研究プロジェクト

の研究成果である超低消費電力メモリ

に関する技術や、技術部職員による軽石

状ゼオライト複合体に関する技術の提

供を積極的に行った。 

 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

特許流通コーディネーターが、技術

移転に関する相談 87 件、発明に関する

相談 20 件を支援し、神奈川県知財総合

相談窓口の外部相談窓口として、知財

相談を 49 件実施するなど、中小企業等

の事業化・技術移転を促進する体制を

維持できたことを評価する。  
知財セミナーについては、新型コロ

ナ禍の中、Ｗｅｂセミナーを積極的に

開催し、合計 16 回開催（令和２年度 10
回）出来たことを評価する。 

産技総研の重点支援分野であるＩｏ

Ｔ・ＡＩ技術に特化して技術支援や事

業化支援と連動しながら知財支援スキ

ームを引き続き展開できたことを評価

する。 
文部科学省「地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム」（平成

30 年９月～令和５年３月）で推進する

プレベンチャー研究支援等のため、知

財の集約を促進し、産技総研発ベンチ

ャー企業３社の設立につなげたことを

高く評価する。 
 

【課題】 
知財相談、特許流通、産技総研所有知

財の活用及び知財セミナーの各取組に

ついては、堅実に一定の成果をあげてお

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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・中小企業等に対して、特許・技

術文献等の調査・活用支援と情

報提供を行う。 
・特許、意匠、商標及びＩｏＴ・

ＡＩ等をテーマとして、知的財

産権に関する実務・経営セミナ

ー等を県内各域で開催する。 
 
 
 
 
 
 
・産技総研発ベンチャー創出に

むけた知財支援を実施する。 

・特許検索情報を定期的に企業へ提供し

た他、特許検索方法や文献検索の問い合

わせ等に対応した。 
・令和３年度の知財セミナーは、ライブ

配信３件を含むオンライン開催を９件、

オンライン開催とのハイブリット開催

５件を含むオンサイトでの開催７件の

合計 16 回実施（参加者：630 名）し、

特許・商標・特許調査など多岐に渡るテ

ーマで開催した。なお、ＩｏＴ・ＡＩを

テーマとしたセミナーについては、ライ

ブ配信によるオンライン開催で２回実

施した。 
・文部科学省「地域イノベーション・エ

コシステム形成プログラム」（平成 30 年

９月～令和５年３月）で推進するプレベ

ンチャー研究支援等のため、知財の集約

を促進し、産技総研発ベンチャー企業３

社の設立につなげた。 
 

り、現体制による支援を継続することが

課題。 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

外部機関と連携した知財相談や知財セミナー等を通じて法改正等に応じた最新情

報を提供するなど、企業における価値創出と同時に必要となる知的財産の取扱い方

法等についての支援を推進した。特に、産技総研の重点支援分野であるＩｏＴ・Ａ

Ｉ技術に特化して知財セミナーの年間計画を立て、技術支援や事業化支援との連動

性を高める工夫をしながら、企業の知財活用について支援を実施した。以上の取組

を継続することで、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 10 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

４ 県内企業の技術力の底上げなどを図る人材育成 
産技総研が保有する技術・ノウハウや広範なネットワークを活用した効果的な研修等を実施することなどにより、中小企業等の技術力の底上げやイノベーションの創出を担う人材を育成する。 
(1) 中小企業技術者育成 

主に基盤的技術に重点をおいた研修を行うことにより、中小企業等のものづくりの中核を担う技術者を育成する。 
(2) 研究人材育成 

主に先端領域に重点をおいた研修を行うことにより、企業等の研究開発を担う人材を育成する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
４ 県内企業の技術力の底上げな

どを図る人材育成 
ものづくりの中核を担う技術者を

育成する中小企業技術者育成、先

端の研究開発を担う研究者を育成

する研究人材育成を行い、県内企

業の様々なニーズに応える人材育

成を実施する。また、小中学生等を

対象に科学技術の普及啓発を行う

科学技術理解増進を行う。 
さらに、受講者の満足度等を指標

として研修内容を検証し、事業の

充実に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【研修受講者数】中期計画期間中

7,650 人 
 
(1) 中小企業技術者育成 
主に中小企業等が事業の維持や展

開に活用可能な基盤的技術に重点

をおいた研修として、設計技術、

加工技術、評価技術、生産管理技

術などについて、基礎から応用ま

で一貫して修得できる研修を実施

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
４ 県内企業の技術力の底上げ

などを図る人材育成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【研修受講者数】令和３年度中

1,546 人 
 
(1) 中小企業技術者育成 
ア ものづくり中核人材育成 
・「機械」、「電気」、「化学」等の

分野に関わる中小企業等の技術

者を対象に、コロナ禍の状況を

見ながら１～２ヶ月程度と比較

的短期間で実施する研修を試行

 
 
 
 
 

令和元年度末以来の新型コロナウイル

ス感染症感染拡大の影響を受け、対面イ

ベントの実施を中心とする人材育成事業

においては、さまざまな制約のもと、い

かにして魅力的で学習効果の高い研修・

講座を企画し実施できるかが課題であっ

た。Ｗｅｂシステムを使ったオンライン

開催や少人数制を維持した対面実施な

ど、在宅勤務や行動制限を余儀なくされ

る方々にも利便性の高い受講方法を模索

し、講師・受講者双方の疲労度を想定し、

オンラインに対応したカリキュラム編成

へ修正したほか、オンラインによる講義

経験のない講師には、事前リハーサル等

の入念な準備時間を設け、進行上のスト

レス低減や学習効果を最大限に引き出す

運営により、受講者の学習効果を高める

工夫を凝らし、コロナ禍にあっても新た

な技術の導入や研究開発に意欲的に取り

組もうとする企業の人材育成を支援し

た。 
【研修受講者数】令和３年度中 1,354人

 
 
(1) 中小企業技術者育成 
ア ものづくり中核人材育成 
・大学や企業等の研究者による講義と産

技総研研究職員の指導による実習で編

成される高度技術活用研修については、

新型コロナウイルス感染症感染拡大に

よる影響をふまえ、講義のみのオンライ

 
 
 
 
【実績に対する評価】 

社会全体が大規模な移動制限や新た

な行動様式を維持する中で、一定数以

上の受講者獲得を目指し、利便性の高

いオンライン研修や少人数制の対面講

座を組合せ、満足度の高い研修・講座

を提供したことを評価する。 
オンラインでの研修や講座では、そ

の性質上、対面実施に比して損なわれ

がちな「実感」を伴うやりとりを補う

ために事前リハーサル等の入念な準備

時間を設けるなどの運営面の工夫を凝

らし、講師・受講者双方の疲労度まで

想定し、オンライン仕様に変更したカ

リキュラム編成の改善を引き続き実施

し、関係者に多面的に配慮した人材育

成支援サービスを評価する。 
また、オンラインによる講義経験の

ない講師には、事前リハーサル等の入

念な準備時間を設け、進行上のストレ

ス低減や学習効果を最大限に引き出す

運営に努めたことを評価する。 
さらに、満足度等のアンケートを各

講義終了後に実施し、アンケート結果

を基に、受講生の要望や社会情勢に合

った研修の質的向上に努めたことを評

価する。 
企業、一般の方を問わず、デジタル

化時代を見据えて、ＤＸ、ＡＩ、Ｉｏ

Ｔ等に係る技術開発への関心が高まる

中、外部資金を活用して中小企業のＤ

Ｘ等を支援する人材育成カリキュラム

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 研究人材育成 
主に先端領域に重点をおいた研修

として、大学等における最新の研

究動向、産業界で必要とされる先

端技術や最新の解析・評価技術な

どを学ぶ講座を実施する。 

する。実施にあたっては、対面

集合研修とオンライン研修を適

切に組み合わせ、企業の利便性

に配慮した運営を行う。 
 
 
 
・中小企業等の新製品の開発を

担う人材の育成を目的として、

従来のデジタル化技術に係わる

ＩｏＴや、ＡＩ関連分野の新た

な研修を、第２期中期目標期間

に向けて試行的に導入する。 
 
 
 
 
・受講者のアンケート結果等を

分析しながら、研修の質の向上

に努め、研修のテーマや領域の

検証を実施する。 
・保有機器、技術等を活かし、デ

ジタル化技術に係わる実装技術

や周辺技術のテーマでの新技術

活用研修等を新たに企画し、試

行する。 
 
 
 
 
イ 製造管理人材育成研修 
・新型コロナウイルス感染症拡

大防止対策を徹底した上で、Ｑ

Ｃ（品質管理）セミナー、生産

管理と製造マネジメントに係わ

る対面の講習会や研究会を実施

と、併せてオンラインによる研

修も可能な範囲で積極的に導入

する。また、デジタル化技術導

入に伴う生産管理システムの対

応など新たな分野のセミナー等

も企画し、中小企業等に品質管

理やリスク管理等に関する最新

の情報を提供する。 
 
(2) 研究人材育成 
・SDGsやレジリエンス実現の潮

流など、新たな時代の流れやデ

ジタル化技術導入の促進等の社

会のニーズに素早く対応し、新

たな分野の研究開発に挑む企業

ン開催として、「機械」「電子」の分野に

関する研修を実施した。特に「電子」の

分野では高速無線通信分野に必須のＥ

ＭＣ技術や、ＩｏＴ・５Ｇへ向けた半導

体技術の応用に注目し、電子技術部と連

携しながら新たな講座を企画、開催し

た。 
・ＩｏＴの分野を支える超高感度センサ

等の作製に必須のナノスケール微細加

工技術に関する研修「ナノ・マイクロ技

術実習講習会（ナノファブスクエア in
海老名）」を、電子技術部との連携によ

り３回開催したほか、令和２年度より新

設した「抗菌・抗ウイルス材料の開発か

ら製品化」を新技術活用研修として開催

（３分野５件）し、新製品の開発力を担

う人材の育成を支援した。 
・アンケートを各講義終了後に実施し、

アンケート結果を基に、受講生の要望や

社会情勢に合った研修の質的向上に努

めた。 
・令和２年度の受講者アンケート結果か

ら、デジタル技術へのニーズ変化に対応

し、デジタル化技術に係わる研修として

新たに、実機による体験実習から Wi-Fi
やローカル５Ｇによるデモ・実演まで行

える「ラズベリーパイによるデータ収

集・基本統計処理・データ通信体験（コ

ース）」を企画試行した。 
 
イ 製造管理人材育成研修 
・新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、オンライン講座のみを開設した。品

質管理講習会（基礎課程・技術課程）や

生産管理と製造マネジメント講習会、Ｉ

ＳＯ内部監査員養成講座など、中小企業

等の品質管理や製造マネジメント等に

関する７講座（計 15 回）を開催した。

また、デジタル化技術導入に伴う生産管

理システムの対応など新たな分野のセ

ミナー等を検討し、外部資金を利用して

研究人材育成事業で実施するＤＸセミ

ナーや実習の情報提供を行った。 
 
 
(2) 研究人材育成 
・これまで以上に社会のニーズに即した

講座を提供するため、神奈川県の成長産

業分野等をふまえた上で「先進医療」、

「環境・エネルギー」、「第４次産業革

命」、「高度なものづくり」の領域を重点

を作成したことを高く評価する。 
次年度以降の講座拡充に向けて、先

進医療分野や、データサイエンス、デ

ジタルトランスフォーメーションの領

域に関わる新規企画準備等、第２期中

期計画における事業の方針にも関わる

計画を推進したことを評価する。 
 

【課題】 
産技総研ならではの研修を提供しつ

つ、受講者数を確保・拡充していくため

には、社会情勢や企業のニーズ、研究開

発動向等を考慮しながら新規講座の企

画やカリキュラムの変更等に継続的に

取り組む必要がある。 
また、講師の世代交代が依然として

課題となっているため、次世代の講師

に適した人材の探索を行う必要があ

る。 
さらに、オンラインを含めた開催方

法の検討も社会情勢を勘案しながら続

ける必要がある。特にオンライン開催

の場合、アンケートの回収が困難とな

るため、回収率向上が課題である。 
(1) 中小企業技術者育成について 

定員に満たない講座もあることか

ら、研修内容の変更や提供の仕方、開催

期間、広報の方法について検討を重ね

ながら、カリキュラムの修正、更新を行

う必要がある。 
(2) 研究人材育成について 

令和４年度に向けて、さらに新規自

主講座(有料)を充実させるため、テーマ

や講師の探索を継続しつつ、企画力の

向上を図る必要がある。 
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 等の人材育成を支援する。重点

分野として設定した「先進医

療」、「環境・エネルギー」、「第

４次産業革命」、「高度なものづ

くり」、各分野の最新動向を学べ

る少人数・短期間の質の高い講

座を実施する。 
・先端領域を牽引する大学、研究

機関との連携をさらに充実さ

せ、新たなテーマや講師の探索

に注力し、第２期中期目標期間

に向け、講座の企画・設計を積

極的に行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４分野として実施した。また、「第４次

産業革命」を中心に６件の新規企画を実

施した。講座の実施にあたっては、新型

コロナウイルス感染症の影響に配慮し、

オンライン講座を中心に、対面、ハイブ

リット開催を織り交ぜて実施した。 
 
・先端的な研究に取り組む講師を探索し

ながら、再生細胞医療、新素材開発、情

報通信などをテーマに、最新の研究動向

を学べる 20 講座を実施した。 
第２期中期目標期間における事業の

方向性を検討する目的の調査活動等を、

外部資金等を活用しながら下記の２つ

の領域で実施した。 
「第４次産業革命」の領域では令和３

年度（公財）ＪＫＡの「公設工業試験研

究所等における人材育成等補助事業」に

より、ＤＸの推進を担う人材を育成する

上での課題抽出を目的とした県内企業

へのインタビュー等調査を実施し、社会

的背景も含めた人材確保上の難しさや

社内人材教育の重要性等について整理

報告した。また、新たに「ローカル５Ｇ

技術の基本と産業分野への展開」、「デー

タサイエンス・ＡＩ人材の育成」の課題

をテーマとしたオンラインセミナーを

企画・開催し、243 名の受講を得た。さ

らにデジタル化技術のための実機体験

実習からローカル５Ｇによるデモ・実演

まで行う「ラズベリーパイによるデータ

収集・基本統計処理・データ通信体験コ

ース」等を実施した。これらの結果を基

に、「ＤＸ時代の制御技術」「データサイ

エンス・ＡＩ」「特定分野のＡＩ技術活

用」を主題に基礎から比較的高度な内容

まで学べる講座カリキュラムを新たに

企画・編成し、令和３年度試行した講座

の実施状況と併せ、次年度以降の実施可

能性について検討を行った。 
「先進医療」の領域では、令和２年度

かながわクリニカルリサーチ戦略研究

センター（ＫＣＣＲ）事業にて実施した

調査結果を踏まえ、再生細胞医療分野で

注目の革新的技術「シングルセル解析」

をデジタルバイオロジーの視点から取

り上げ、新たにオンラインセミナーを企

画・開催し、112 名の参加を得た。さら

にＳＤＧｓや well-being の視点から、

女性の社会進出に伴って顕在化する特

有の健康課題に注目し、その解決に向け
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・各講座の分野及び内容を考慮

し、対面集合形式とオンライン

配信を適切に組み合わせ、受講

企業の利便性に配慮した研修を

実施する。 
 

たテクノロジーの開発動向と人材育成

の現状について調査を行うとともに、次

年度実施検討のための新規講座カリキ

ュラムを編成した。 
・「不具合・故障解析実務セミナー」等で

は、オンデマンド配信やリアルでの実演

等を組み合わせるなど、ハイブリッド方

法をさまざまに取り入れ、学習効果を高

める工夫を凝らして実施した。また、従

来と異なる視点から、将来的に組織マネ

ジメントを担う研究開発人材を対象に、

論理構成や読解の能力を向上させる「説

明力開発」コースを新規企画し、少人数

を維持した上で対面開催した。 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

産技総研及び大学や企業との広範囲なネットワークを活用し、ものづくりの中核

を担う人材と、科学技術の先端領域の研究開発を担う人材を育成する研修や講座を

実施し、県内企業の技術力の底上げを図る人材育成を支援した。さらに、アンケー

ト結果を基にした研修内容等の継続的な改善や、新型コロナウイルス感染症感染拡

大など社会環境の変化に対応し、オンライン講座の継続やカリキュラムの改善を実

施し、受講者の利便性や満足度の向上に努めた。以上の取組により、中期計画を達

成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A S A B 
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小項目 11 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

４ 県内企業の技術力の底上げなどを図る人材育成 
（略） 

(3) 科学技術理解増進 
小中学生等を対象に科学技術の理解増進を図ることにより、次世代を担う創造的な人材を育む。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
 (3) 科学技術理解増進 
小中学生等を対象に科学技術やも

のづくりの楽しさを学ぶ機会を提

供するため、小中学校等へボラン

ティア講師等を派遣する体験型の

理科実験・工作等を実施するとと

もに、集合学習形式の青少年向け

理科実験・工作イベント等を開催

する。 
また、幅広い年齢層を対象とする

科学技術の普及啓発イベントを開

催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
 (3) 科学技術理解増進 
ア 研究者派遣事業 
・産業技術・科学技術に精通した

ボランティア講師をあらかじめ

募り、講師、派遣先共に新型コ

ロナウイルス感染拡大防止策を

徹底した上で、理科や総合学習

等の科目で実験の拡充と、実演

を望む県内小中学校や特別支援

学校へ派遣する。 
 
・企業等との連携を深め、時代の

ニーズや環境変化に対応できる

講師人材の探索とテーマやその

内容の充実に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 理科実験・工作教室 
・ものづくり、エネルギー、環境

等の分野から任意のテーマと講

師を選び、座学（理論）と工作

（実習）による活きた学習の場

を学校授業外の時間に提供す

る。 
 
・特に、産技総研の得意とするも

のづくり支援技術の継承につな

 
 
 
 
 
(3) 科学技術理解増進 
ア 研究者派遣事業 
・実施校数の拡大に向けて、学校側への

周知、広報に努めた。さらに、ボランテ

ィア講師を広く募り、企業、大学等から

新たに 14 名の人材の登録を得るなど、

講師層の拡充に努め、新たに 29 件の実

験・実演メニューを増やすなどの工夫を

行い、県内小中学校 71 校で事業を実施

した。 
 
・学校側からの要望が多様化する中、充

実した活動を行うための重要事項を記

載した「体験出前教室ハンドブック」を

独自に作成した。内容の検討にあたって

は教育学研究者、学校教諭、NPO 法人

代表など、専門家の意見を取り入れた上

で、生徒・講師双方の安全・衛生面への

配慮、コミュニケーション上の工夫、講

師と学校の相互協力の必要性などを簡

潔にまとめ、次年度事業の実施前に関係

者に配布すべく準備した。 
 
イ 理科実験・工作教室 
・海老名本部において、実演や工作の指

導まで行う「夏休みおもしろ科学体験」

については、新型コロナウイルス感染症

感染拡大による影響を受け、令和２年度

に引き続き、令和３年度も開催を中止し

た。一方で、令和４年度の開催に向けて

オンラインプログラムの検討を行った。

・溝の口支所では、川崎技術支援部と連

携して提供する教育講座「不具合・故障

 
 
 
 
【実績に対する評価】 

コロナ禍の県内で、休校措置を始め、

低年齢層にもさまざまな行動制限が設

けられた状況の中、夏期以降の短期間

で可能な限り事業を実施し、一定数以

上の参加者を得たことを評価する。 
 
ア 研究者派遣事業 

事務局職員、特に現職教諭（川崎市教

育委員会からの長期研修職員）が学校

とボランティア講師のマッチングや全

体調整のためのコーディネートを務め

る非常にユニークな取り組みとして、

豊富な経験を活かし、特に近年急速に

要望が増えている、養護学校、特別支援

校での授業実施も含め、学校側、講師双

方の安全面確保を徹底しながら、80 件

以上の調整を行い、71 校の実施を実現

したことを評価する。 
事業継続性と多様化するニーズ対応

のためのマニュアル作成を進めたこと

を高く評価する。 
 
イ 理科実験・工作教室 

産技総研のポテンシャルを活かし、

分析・計測支援サービスの一部も含め

て紹介したほか、初めてオンライン理

科実験室を開催するなど、オリジナリ

ティの高いイベントを新たに企画、実

施したことを高く評価する。また、理科

実験室では産技総研人材育成部や県内

機関の専門家による指導のもと、社会

課題にも通じるテーマを扱い、多数の

参加者を得たことを評価する。 

 
 
 
 
 
C 
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【理科実験教室参加者数】中期計

画期間中 23,930 人 

がるようなテーマを題材とした

実験教室を企画・実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 科学イベント 
・ロボット、ライフサイエンス等

多様な分野から先端的なテーマ

と講師を選び、日常生活に関わ

る話題や開発経緯等を楽しみな

がら学べる場を新型コロナウイ

ルス感染症対策など、新たな生

活様式に対応した上で提供す

る。 
 
 
【理科実験教室参加者数】令和３

年度中  4,835 人 

解析セミナー」のエッセンスを取り出

し、子ども向けにアレンジしたオリジナ

ルプログラム「KISTEC おもちゃレスキ

ュー こども救急隊・こども鑑識隊」を

令和２年度に続いて実施した。分析・計

測業務に携わる産技総研研究員の高度

な知識と経験に支えられたプロフェッ

ショナルな仕事は「５感」の重視から始

まることを指導した。ほかに、身近な生

き物「めだか」の生態観察と実験から生

物の環境適応性や多様性まで学ぶ「理科

実験室」をオンライン開催した。事前準

備段階から学習効果の高まる工夫を施

したことにより、インタラクティブなオ

ンライン実験室の好例となった。 
 
ウ 科学イベント 
・新型コロナウイルス感染症感染拡大の

影響を鑑み、サイエンスカフェの開催は

すべて中止し、次年度以降の科学イベン

トの方向性を検討するにとどめた。 
 
○その他 
・「科学技術理解増進パートナーシップ」

制度を維持・継続し、会費収入による事

業予算の一部を確保した。 
 
【理科実験教室参加者数】令和３年度中

3,546 人 

 
ウ 科学イベント 
  サイエンスカフェはイベントの性質

上、対面で少人数の実施が特に適して

いるため、今期は開催を断念せざるを

得なかったが、次年度以降の科学イベ

ントの方向性を検討出来たことを評価

する。 
 
【課題】 

科学技術理解増進事業の更なる充実

に向けて、財源の確保と他部署やパー

トナーシップ会員企業等、地域との連

携を深めつつ、新たに企画した魅力あ

る事業を継続・拡充するために、オンラ

イン開催の検討を含めた工夫が必要で

ある。 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

県内在勤在住のボランティア講師とともに推進する神奈川県研究者・技術者派遣

事業が令和元年度経済産業省キャリア教育アワード「奨励賞」を受賞するなど、外

部から高い評価を受ける事業展開ができたことと、小中学生等を対象に、ものづく

り技術や高度な研究開発に携わる支援機関の特徴を生かしたオリジナリティに富む

イベントなどを実施し、次世代を担う創造的な人材の育成に積極的に取り組み、中

期目標期間後半にコロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けながらも、中期計画

を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

S A S C 
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小項目 12 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

５ 技術面を中心とした大学、研究機関、県内企業等の連携交流 
産技総研がハブ機関として、他の支援機関や大学等と企業支援ネットワークを構築し、中小企業等に対する最適な支援を提案するとともに、異なる分野を融合した共同研究や人材育成など総合的な

産学公連携を強化することなどにより、中小企業等による新技術や新製品の開発に貢献する。 
(1) コーディネートによる支援 

経営支援機関や他の技術支援機関、国の研究機関、大学等とのネットワークを構築し、コーディネート機能を強化することにより、中小企業等から寄せられる経営面から技術面にわたる広範な

相談に対し、ワンストップで対応する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
他機関と連携して総合的な支援を

行うコーディネート支援、オープ

ンイノベーションの推進等を行う

産学公連携、県外の試験研究機関

との連携を図る広域連携、中小企

業等の研究開発を支援する技術情

報提供を実施する。 
 
(1) コーディネートによる支援 
中小企業等の様々な相談に応じて

最適な支援を提案する機関へつな

ぐコーディネート機能を強化する

ため、（公財）神奈川産業振興セン

ターや横浜市工業技術支援センタ

ー等をはじめ、国の研究機関や大

学等とのネットワークを構築す

る。 
また、神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会と

連携することにより、大企業と、ベ

ンチャー企業を含む中小企業との

技術マッチングを促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) コーディネートによる支援

・首都圏テクノナレッジ・フリー

ウェイ(TKF)を構成する首都圏

公設試験研究機関連携体をはじ

め、国の研究機関や大学、大企

業の研究所等と構築したネット

ワークを有効に活用し、連携交

流事業を推進する。 
・所内の企業等の情報を一元的

管理することによる、企業に適

した継続的技術支援や、大企業

とベンチャー企業を含む中小企

業との技術マッチング等のコー

ディネート支援を効率的に実施

する体制を整える。 
 
・幅広い分野で活用が期待され

ているロボット開発の促進のた

め、共同研究開発を促進する「神

奈川版オープンイノベーショ

ン」の取組を実施するとともに、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) コーディネートによる支援 
・ＴＫＦ各機関が開催する連携支援計画

に関連するフォーラム等に相互に参加

した。また、ＪＳＴ主催の新技術説明会

（オンライン開催）に、ＴＫＦを中心と

した首都圏・公設試験研究機関合同（１

都６県）で、２件の研究成果を全国に向

けて発表した。 
・各部署が連携して企業の課題を共有し

ながらコーディネートを進め、研究費の

獲得に向けた支援を実施するなど効率

的なコーディネート支援を実施した。ま

た、研究開発から事業化までの一環支援

を強化するため、県立保健福祉大学や株

式会社ケイエスピー、２つの県内信用金

庫と新たに連携協定を締結した。 
・神奈川県｢さがみロボット産業特区｣×

「ロボット研究会」オープンイノベーシ

ョン交流会（９月 17 日）を開催し、さ

がみロボット産業特区参加企業４社を

含む７社によるオープンイノベーショ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

経営・技術・金融の四者業務協力協定

により「経営・技術・金融による総合支

援」を継続し、連携支援を実施できた。

また、TAMA 協会と、引き続き技術

マッチングを実施し、連携ネットワー

クの拡大強化に取り組んだ。 
さらに、技術コーディネートの結果

として、競争的資金の申請や企業の事

業化や製品開発の進展につながった点

を評価する。 
このような複数機関によるコーディ

ネート支援による外部資金導入への継

続的なチャレンジなどが、連携したも

のづくりを促進させるうえで重要な支

援策として職員に浸透してきている点

を評価する。 
 

【課題】 
コーディネート後、継続的なフォロ

ーアップ支援にかかる負荷にも考慮し

ながら、技術開発の進捗を把握してい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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【技術コーディネート件数】中期

計画期間中 180 件 

開発に参加する企業を支援する

ための所内体制の構築を継続す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・研究開発業務や技術支援業務

を通じた支援要請に応じ、企業

間や企業と大学等の複数機関に

よる技術開発活動をコーディネ

ートする。 
 
 
 
 
・業務提携協定等を締結した金

融機関や支援機関等を中心とし

たマッチングイベント等を活用

するとともに、特許流通の観点

からのコーディネート活動を強

化する。 
 
 
 
 
【技術コーディネート件数】令和

３年度中 40 件 

ンピッチを実施するなど連携に向けた

活動を推進した。また、神奈川 R＆D 推

進協議会メンバーの大企業２社に対し

て技術提案する技術マッチングを主催

（県内８信用金庫後援）し、12 社から

15 件の提案を受け、３件のマッチング

を実施した。 
さらに、一般社団法人首都圏産業活性

化協会（TAMA 協会）との連携協定に基

づき、（公財）神奈川産業振興センター

と共に、技術連携交流会（1 月 20 日）

を開催し技術マッチングを実施した。 
・研究や事業化支援等の成果展開を図る

ため、38 件の技術コーディネートを実

施した。このうち３件のコーディネート

支援において商談や取引に繋がり、４件

のコーディネート支援において、製品開

発等が進展し、産技総研で製品評価する

など、産技総研支援メニューの利用に繋

がった。また、令和４年度実施の事業化

促進研究に４件を採択した。 
・（公財）神奈川産業振興センター、県信

用保証協会、日本政策金融公庫と締結し

た四者業務協力協定により実施してい

る「経営・技術・金融による総合支援」

において、支援候補企業の情報を共有

し、連携支援を推進した。 
 特許流通コーディネート活動について

は、コーディネーターの活動内容につい

て整理を行った。 
 
【技術コーディネート件数】令和３年度

中 38 件 

くことが継続的な課題である。 
また、現状の技術コーディネートは、

技術相談等からの発展であり、個人の

力量に依存する部分も多いが、研究や

支援成果等を積極的に開示し、利用を

希望する企業等を募りコーディネート

を行う等の属人化を脱却した組織的対

応の構築も課題である。 
あわせて、Ｗｅｂ等を用いた非対面

での対応も要求されており、従来とは

違う環境下で、有効なコーディネート

を実施するための能力や経験が求めら

れる。 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

神奈川 R＆D 推進協議会メンバーの大企業３社に対して技術提案する技術マッチ

ングや「技術連携交流会」で実施する技術マッチングにおいて、連携機関を活用した

事業運営に努めた。また、四者業務協力協定により実施している「かながわイノベー

ション戦略的支援事業」において、平成 30 年度に認定した３事業を継続的に支援す

るなど、イノベーションに繋がる機会を逃さずコーディネート支援に取り組み、新た

な共同研究等への進展に努めた。以上の取組を継続的に実施することにより、中期計

画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 13 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

５ 技術面を中心とした大学、研究機関、県内企業等の連携交流 
（略） 

(2) 産学公連携 
中小企業等や大学等と連携を図ることにより、中小企業等による新技術や新製品の開発を促進する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
 （略） 
 (2) 産学公連携 
中小企業等や大学等との連携を深

めるため、かながわ産学公連携推

進協議会（CUP-K）※２やナノ・マ

イ ク ロ 産 学 官 共 同 研 究 施 設

（NANOBIC）※３などの活動に

参画する。 
※２ かながわ産学公連携推進協

議会（CUP-K）：企業の課題に応じ、

参加大学等から最適な研究者や研

究シーズの紹介等を行う任意団

体。 
※３ ナノ・マイクロ産学官共同

研究施設（NANOBIC）：ナノ・マ

イクロ分野の技術の産学官共同研

究施設。 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
 （略） 
 (2) 産学公連携 
・かながわ産学公連携推進協議

会（CUP-K）に参加する機関を

中心に県内の大学、経営支援機

関、金融機関等と県内産業界と

の交流や情報交換を行い、それ

ぞれの強みを活かした連携機会

を提供し、各機関と連携したコ

ーディネート支援を継続する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・商工会議所や工業団体、工業団

地等との情報交換及び連携した

支援を推進していくため、これら

団体のイベント等への積極的参

加を継続するとともに、本部会議

室を活用した会議開催や見学会

の開催を促し、各団体傘下企業へ

の技術支援情報の周知を徹底す

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 産学公連携 
・CUP-K の活動の一環として、各大学の

コーディネーターを集めた連絡会議を

２回（オンライン会議）実施し、国や研

究機関の公募事業に関する説明会の開

催や情報交換の場を提供した一方で、試

験計測機能を有する機関を集めた研究

開発事業化促進ネットワーク会議（旧分

析センター会議）については、これまで

各機関の見学会を中心に実施していた

ため、新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止の観点から中止した。 
なお、コーディネート活動について

は、オンライン相談を積極的に活用し、

合計 13 件（現地調査９件、技術相談メ

ール配信３件、面談９件）の相談を実施

することが出来た。そのうち１件の相談

案件が共同研究に繋がった。また、各機

関のコーディネーター同士の連携が

徐々に高まっており、横浜国立大学と横

浜銀行との産学官金連携コーディネー

ター制度に伴う活動が定着し始めた。 
・新型コロナウイルス感染防止のため、

支援機関や工業団体等の会議・会合が相

次いで中止となり、想定していた広報活

動は十分に実施できなかった。一方で、

「Innovation Hub」の開催と合わせ、コ

ラボレーション企画として「横国研究詣

で 2021」（Ｗｅｂ開催）に参加し、匿名

の情報交換により研究担当者間の交流

 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

CUP-K のコーディネート活動につ

いては、Ｗｅｂ相談等を活用し、各機

関のコーディネーター同士の連携を高

めながら一定の相談実績をあげ、年度

計画を達成した。加えて、横浜国立大

学と横浜銀行との産学官金連携コーデ

ィネーター制度に伴う活動が定着し始

めたことを評価する。 
また、横浜国立大学との包括連携協

定の取り組みの一環として、同学主催

の研究マッチングイベント：研究∝縁

結び企画「横国研究詣で 2021」を

「Innovation Hub 2021 オンライン

開催」とのコラボ企画と位置づけ、同

イベントに参画するといった新たな連

携交流を図ったことを高く評価する。

 
 
 

【課題】 
産学公連携のためのコーディネート

活動はベテランコーディネーターに頼

るところが大きい。コーディネーター

の育成が継続的な課題である。 
また、移動や会合が制限される中で、

オンライン技術を活用したコーディネ

ートを進めているが、オンラインコー

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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る。 を図った。本イベントには横浜市立大学

も参加しており、産技総研からは６名の

研究者が研究テーマを登録参加し、１件

のマッチングに繋がった。 
また、川崎市から委託を受けて支援を

行っている NANOBIC において、２名

のコーディネーターを派遣・常駐させ、

４大学コンソーシアムが主催する

NANOBIC 講習・実習会（ナノファブス

クエア）の実施（20 回）を支援するとと

もに、企業訪問等の活動を実施し、機器

利用を促進した。 
さらに、海老名本部においてナノファ

ブスクエアを３回開催し、合計で延べ

82 名の参加があった。 
 

ディネート技術を熟成させる必要があ

る。 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

CUP-K 活動における各大学のコーディネーター連絡会議や試験計測機能を有する

機関による研究開発事業化促進ネットワーク会議を継続的に実施し、国や研究機関

の公募事業に関する説明会の開催や情報交換の場を提供した。この活動の中で、産

技総研で公募する産学公連携事業化促進研究の公募を案内するなど各事業の連携強

化に取り組んだ。また、４大学コンソーシアムが主催する NANOBIC 講習・実習会

では、同様の設備を有する海老名本部での開催を開始し、技術支援への窓口拡大に

努めた。以上の取組を継続的に実施することにより、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 14 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

５ 技術面を中心とした大学、研究機関、県内企業等の連携交流 
（略） 

(3) 広域連携 
近隣都県の試験研究機関等との情報交換や、設備機器の相互利用等を図ることにより、中小企業等が抱える共通的な技術的課題に対応する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
 （略） 
 (3) 広域連携 
近隣都県の試験研究機関等との情

報交換や、設備機器の相互利用等

を行うため、首都圏テクノナレッ

ジ・フリーウェイ(TKF)※４や広域

首都圏輸出製品技術支援センター

（MTEP）※５と連携を図る。 
※４ 首都圏テクノナレッジ・フ

リーウェイ(TKF) 
首都圏の公設試験研究機関の情報

をワンストップで提供する技術支

援活動を共同で行っている広域連

携の仕組み。 
※５ 広域首都圏輸出製品技術支

援センター（MTEP） 
広域首都圏公設試験研究機関が連

携して実施する中小企業のための

海外展開支援活動。 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
 （略） 
 (3) 広域連携 
・産業技術連携推進会議（産技

連）、公立鉱工業試験研究機関長

協議会、地方独立行政法人公設試

連絡会（地独連絡会）、首都圏テ

クノナレッジ・フリーウェイ

(TKF)を構成する首都圏公設試

験研究機関連携体や広域首都圏

輸出製品技術支援センター

（MTEP）等の公設試連携体制を

維持、継続し、広域連携を通じて

試験研究に関わる技術力を高め

るとともに、県域におけるイノベ

ーション創出へつながる最適か

つ迅速な技術支援を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 広域連携 
・公設試相互及び公設試と（国研）産業

技術総合研究所（AIST）との連携を通し

て、それぞれの試験研究に係わる技術力

を高めるとともに、地域の企業と連携す

る力を高めるために組織されている産

業技術連携推進会議（産技連）に、構成

員として積極的に参加するとともに、２

件の分科会に参加し、２件の共同研究を

実施した。 
また、令和３年 10 月に埼玉県産業技

術総合センター主催でオンライン開催

された「ＴＫＦオープンフォーラム」に

おいて、支援事例の紹介など、情報提供

を積極的に行った。 
ＴＫＦについては、各支援機関で開催

する研究発表会への相互参加等の機会

を利用し、支援内容についての確認を行

うとともに、連携支援体制の改善を図っ

た（再掲）。 
MTEP については、広域首都圏（東京

都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長

野県、静岡県、横浜市）の公設試験研究

機関が連携し、中小企業のための海外展

開支援サービスを継続して実施した。令

和３年度も海外規格の教育講座と深く

関連する MTEP セミナー「RoHS／

REACH に対応する自律マネジメント

システムの構築 導入・応用編」（オン

 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

MTEPが作成したテキストを利用し

た共催セミナーは非常に好評であり、

継続的に実施することで海外規格に関

する教育講座の一端を担うことができ

たと評価する。 
またＪＳＴの新技術説明会で、全国

的に発信した鹿児島県と共同研究シー

ズである「鹿児島県産シラスを原料と

した軽石状ゼオライト複合体」をはじ

めとし、ＴＫＦ機関で推進する連携支

援計画に係わる加工技術関連技術やＡ

Ｉ技術の活用など、様々な支援事例を

各公設試が主催する研究発表会等で発

信出来たことを評価する。これらの活

動や公設試間インターシップ制度等の

活用により、試験研究に関わる技術力

を高め、年度計画を達成した。 
 
 

【課題】 
技術部で対応できない海外規格関連

の相談について、MTEP で登録する神

奈川県担当の専門相談員の活用を促す

ための技術相談は、現在職員間の連携

で運用しており、窓口の体制整備の検

討を含め、未着手の課題となっている。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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サイト開催）と「同 実践編」（オンラ

イン開催）を（地独）東京都立産業技術

研究センター（都産技研）と共に実施し

た。 
そのほか、大学、研究機関、県内企業

等の連携を目指した従来どおりの交流

発表会、公設試験研究機関相互の連携強

化、支援力強化を目的としたインターン

シップ制度も継続して行い（受入４件、

派遣２件）、相互に情報交換、研鑽を行

える協力関係を築いている。 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

国研や首都圏公設試と次世代自動車産業の連携支援を推進し、支援事例や研究成

果を積極的に発信するとともに、広域の公設試と連携して海外展開支援を推進し

た。平成 30 年度には、ＴＫＦ機関で推進する連携支援計画を元に、公設試の拠点整

備を目的とした公募外部資金である「地域新成長産業創出促進事業費補助金」を活

用し、県内加工・製造業からのニーズが高い５軸制御マシニングセンタを導入する

など、着実に広域連携を実施した。以上の活動を継続的に実施することにより、中

期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A S A A 
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小項目 15 
 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 （略） 

５ 技術面を中心とした大学、研究機関、県内企業等の連携交流 
（略） 

(4) 技術情報提供 
各種広報媒体を活用し、研究開発動向や新規導入機器、研究開発補助金等の情報提供を積極的に行うことにより、中小企業等の研究開発を支援する。 

 
第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
 （略） 
 (4) 技術情報提供 
産技総研の研究開発動向や新規導

入機器、国等の研究開発補助金等

の情報提供を積極的に行うため、

ホームページやメールマガジンを

活用するとともに、技術フォーラ

ムを開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 
 （略） 
５ 技術面を中心とした大学、研

究機関、県内企業等の連携交流 
 （略） 
 (4) 技術情報提供 
・研究開発成果や最近の技術動

向等に関する情報等、中小企業

等のものづくりに役立つ情報を

インターネットや技術情報誌等

の広報媒体を用いて広く速やか

に提供する。また、外部図書館

の連携機能を利用するととも

に、図書スペースをより有効に

活用するための方策について検

討を進める。 
 
 
・中小企業等のものづくりに役

立つ研究開発補助金情報をホー

ムページ等で紹介するととも

に、中小企業等の補助金申請支

援を連携する支援機関や大学等

と協力して実施する。 
 
・協力機関と共同で実施するフ

ォーラム、セミナーを通じて技

術情報の提供を推進する。 
・機械・材料、電子、情報・生産、

化学、川崎技術支援の各技術部

における経常研究やプロジェク

ト研究の成果情報を広く提供す

るため、技術フォーラムを開催

し、産技総研の研究開発情報を

積極的に発信すると同時に、産

学公のものづくりを担う研究

者・技術者同士の交流機会を提

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 技術情報提供 
・産技総研のホームページにおいて、分

析事例・研究成果紹介ページを公開し、

74 件の分析事例・研究成果の紹介を行

い、年間約 35,000 件の閲覧数となった。

また、一般公開については、「KISTEC 施

設公開 2021 オンライン」として、施設

見学動画（５コース）を主体として５月

17 日（月）～28 日（金）に開催した。

また、図書スペースの有効活用の一環

として整備した５Ｇ等次世代無線通信

技術の実証スペースを活用し、企業・大

学等との共同研究を実施した。 
・メルマガやかながわマッチングポータ

ル（かなマポ）を活用し、国等の研究開

発補助金の情報を配信した。メールマガ

ジンの配信件数は、対前年度比でほぼ横

ばいとなった（令和２年度末配信件数

9,247 件、令和３年度末同件数 9,613
件）。 

・21 件のフォーラム・セミナーを協力機

関と共催し、積極的に技術情報の提供を

行った。 
・機械・材料、電子、化学など様々な技術

分野の課題を取り上げた 46 件の技術フ

ォーラム等を開催した。新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響を受け、来所参加型

は 13 件（オンライン配信とのハイブリ

ット開催５件を含む）の実施に留まった

が、38 件（オンサイト開催とのハイブ

リット開催５件を含む）のオンラインフ

ォーラムを実施した。特に、双方向の情

 
 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 

分析事例・研究成果紹介ページが、

産技総研の評価技術や研究紹介に貢献

したことを評価する。 
施設公開については、令和 2 年度の

リアル開催が新型コロナウイルス感染

症拡大防止のために中止となったこと

を受け、オンライン開催方式に切り替

えて開催し、物理的な制約を受けず全

国からの参加が実現し、オンラインの

利点を活かすことができた。 
技術フォーラムについては、集客型

での開催が制限される中で、従前のオ

ンデマンド配信や資料掲載型に加え

て、双方向を実現したライブ配信とい

った多様なＷｅｂ開催を試験的に開催

出来たことを評価する。 
 

【課題】 
施設公開（一般公開）については、当

面、来所型の開催が困難と想定される

ため、引き続きＷｅｂ開催等の代替手

段での対応が求められる。 
メールマガジン配信については、催

し案内を優先し、統一的な内容での発

信を行っているが、配信先の属性やニ

ーズに合わせ、新規導入機器や新たな

試験メニューの案内等、支援業務推進

に直接役立つ情報などカスタマイズし

た情報を発信する仕組みの構築が課題

であり、技術支援業務システムとの連

携検討を進める必要がある。 
技術フォーラムについては、集客型

 
 
 
 
 
 
 
C 
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【技術情報提供件数】中期計画期

間中 310 件 

供し、中小企業を中心とした連

携活動を促進する。 
・新型コロナウイルス感染防止

のための web 開催や、感染対策

を踏まえた少人数での従来型技

術フォーラムの開催を、社会状

況に合わせて適宜実施する。 
 
 
 
 
 
【技術情報提供件数】令和３年度

中  63 件 

報交換が行えるライブ開催型を強化し、

24 件（令和２年度 11 件）実施した。な

お、産技総研の成果情報の発信と中小企

業との交流の場を提供する「Innovation 
Hub 2021」（11 月 24 日～12 月８日）

は、オンラインでの開催とした。 
「InnovationHub2021」においては、

12 件のライブ配信とオンデマンド配信

及び電子資料の配信を組み合わせて合

計 16 フォーラム開催し、全体で 510 名

の参加であった。 
 
【技術情報提供件数】令和３年度中

46 件 

での開催が今後も制限される中で、小

規模な集客型とＷｅｂ開催とのハイブ

リッド型開催といった新しい開催方法

への対応や、Ｗｅｂ上での技術交流を

図るための仕組み作りが課題となる。

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

前身組織のイベントを、拠点を跨がるイベント“KISTEC Innovation Hub”とし

て刷新し、ものづくりに携わる産学公金の方々へ交流機会を提供するとともに、多

くの関係機関との連携を深めた。令和２年度には、ライブ配信を含むオンラインで

開催し、コロナ禍でありながら、数多くの閲覧者を得て当イベントを成功させた。

新型コロナウイルス感染症感染拡大による影響を大きく受ける項目であるが、オン

デマンド配信等を行うことに積極的に取り組み、デジタル化の流れに沿った情報提

供を実施したこと。提供方法について、広報手段として有効性の高い、ホームペー

ジとメールマガジンの改善を積極的に進め、発行物のデザイン性を高めるなどの改

善を推進したことで、中期計画を概ね達成した。 

 
 
 

B 
 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A C 
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小項目 16 
 

中
期
目
標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
産技ＣとＫＡＳＴの統合による効果を発揮しつつ、地方独立行政法人化のメリットを活かした機動的な組織運営を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルの実施などにより、効果的かつ効率的な業務運営を図

る。 
１ 効果的・効率的な組織運営 

(1) 組織の機動性の向上 
必要に応じてプロジェクトチームを編成するなど、組織の機動性と柔軟性を高めることにより、中小企業等から寄せられる多様なニーズや重要性の高い課題等に的確かつ迅速な対応を図る。 

(2) 企画調整機能の強化 
企画調整機能を強化することにより、自主的な経営判断に基づいて効果的かつ効率的な組織運営を図る。 

(3) 拠点と機能 
海老名市下今泉の本所、川崎市高津区と川崎市川崎区の各支所は、機能を分担し、相互に連携して事業を実施する。 
将来的には、中小企業等のニーズや地元との関係に配慮しつつ、機能の集約等を検討し、より迅速で効果的な運営を図る。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第２ 業務運営の改善及び効率化

に関する目標を達成するためとる

べき措置 
 
１ 効果的・効率的な組織運営 
(1) 組織の機動性の向上 
組織の機動性と柔軟性を高めるた

め、随時、組織の再編、産技総研の

組織単位を超えた応援体制の構築

などを行う。 
また、必要に応じてプロジェクト

チームを編成するほか、任期付研

究員の活用など多様な雇用形態に

より効率的な組織運営に努める。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 企画調整機能の強化 

第２ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 
１ 効果的・効率的な組織運営 
(1) 組織の機動性の向上 
・課題への柔軟な対応や意思決

定の迅速化等のため、随時、組

織の再編、産技総研の組織単位

を超えた応援体制の構築等を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・競争的資金獲得等、必要に応じ

てプロジェクトチームを編成す

るなど効率的な組織運営に努め

る。 
 
 
 
 
 
(2) 企画調整機能の強化 

 
 
 
 
１ 効果的・効率的な組織運営 
(1) 組織の機動性の向上 
・経営層と各部職員との対話の場を設

け、第２期計画立案に向けた課題抽出を

行った。 
組織の再編については、総務部におけ

る老朽化する施設運営全般の負担増に

伴い、施設管理体制を充実強化するた

め、施設グループを新設した。これによ

り、今後 10 年を見通した施設の修繕実

施計画を策定し、新型コロナウイルス感

染症対策や労働安全衛生に配慮した働

きやすい職場環境整備を実施した。ま

た、令和２年度に整備したＢＳＬ３施

設、ローカル５Ｇ基地局を活用したサー

ビスの拡充を効果的に推進するため、研

究開発部に評価センターグループ（４

月）、企画部にＤＸ・ローカル５Ｇ推進

グループ（６月）の新設を行った。 
・令和３年度は、複数部の部長を構成メ

ンバーとしたＤＸ推進部会を設置し、部

会の下に、各部横断的な研究職員で構成

されたＤＸ・ローカル５Ｇプロジェクト

を設置し、ローカル５Ｇ実証環境の運営

と競争的外部資金へのチャレンジなど

を推進するとともに、第二期中期計画に

おける事業計画の検討を行った。 
 
(2) 企画調整機能の強化 

 
 
 
【実績に対する評価】 

独法化１年目から山積する様々な課

題について、課題抽出方法や対応の進

捗管理などについての検討を行い、一

つ一つ着実に前進し、課題解決してい

ることを評価する。 
特に、施設グループを新設すること

で、修繕実施計画の策定と職場環境整

備を実施できたことを評価する。 
また、国や県が掲げる緊急性の高い

課題（ＤＸの推進等）に対し、ＤＸ推進

部会を設置し、第二期中期計画におけ

る事業計画の検討したほか、ローカル

５Ｇ実証基地の運営とプロジェクトを

推進するなど柔軟かつスピード感のあ

る対応が行えたことを高く評価する。

拠点と機能においては、殿町支所の

ＢＳＬ２及びＢＳＬ３施設の活用促進

に向けた整備を実施し with コロナ時

代の産業支援に貢献する仕組みを整え

強化したことは、県の特区戦略により

ライフサイエンスに特化した殿町支所

の活用策として最適であり高く評価す

る。 
 

【課題】 
企画調整機能の強化について、企画

部門への情報集積は進みつつあるが、

イントラネットシステムなどを活用し

た情報の自動集積など、さらに効率的

 
 
 
 
A 
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企画調整機能を強化するため、企

画部門に情報を集中し、経営的視

点に基づく検討を行う。また、外部

からの評価・意見なども反映しな

がら、経営資源の適切な配分に取

り組む。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 拠点と機能 
海老名市下今泉の本所は、組織の

一体的コントロールを担う総務・

企画機能、技術支援機能、事業化支

援機能を担い、人材育成、連携交

流、研究開発も実施する。 
川崎市高津区の支所（かながわサ

イエンスパーク内）は、主として研

究開発機能を担い、技術支援、人材

育成も実施する。 
川崎市川崎区の支所（川崎生命科

学・環境研究センター内）では、他

の拠点で実施困難なライフサイエ

ンス分野の研究開発機能を担う。

機能の集約については、中小企業

等のニーズや地元との関係に留意

しつつ、計画的に進める。 

・各拠点で産技総研内の種々の

情報システムから必要な情報が

得られ、迅速な経営判断が行え

る体制の整備に向けた取組を継

続する。 
 
 
・企画部門へ集約する情報を基

にして、顧客ニーズに即した企

画立案に役立つ調整機能の強化

を図る。 
 
・突発・弾力的な資金投入等、緊

急施策に柔軟に対応できる体制

を整備する。 
 
 
・予算体系の整理・構築を継続

し、効果的かつ効率的な事業推

進を図る。 
 
 
 
(3) 拠点と機能 
・拠点ごとに業務内容及び利用

状況について定期的に見直しを

行い、集約可能な事業について

は整理・統合を検討する。 
 
 
 
 
 
 
・事業ごとに拠点が跨る業務の

定期的見直しを行い、効果的・

効率的な業務運営を推進するう

えで調整が必要な業務の抽出

と、拠点特有の利点を活用した

機能強化や集約可能な機能の整

理等拠点整備を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ネットワークサーバ上のファイル共有

や商用イントラシステムを活用するほ

か、ＢＩツール（ビジネスインテリジェ

ンスツール）を活用し、職員間での情報

共有を効率的に行った。また、オンライ

ン会議システムを活用し、各拠点間の情

報共有を進めた。 
・企画部門への情報集約については、所

内会議を通じ、各事業・業務の課題を効

率的に抽出し、課題管理表を用いた課題

解決・対応進捗状況等の共有を徹底し

た。 
・突発・弾力的な資金投入等については、

産技総研の横断的な課題に予算措置が

可能な所内共通管理費に、例年の収支差

額から想定した資金を導入し、柔軟かつ

有効に活用した。 
・第２期中期計画を策定し、中期計画期

間の予算策定において、重点取組や事業

計画に合わせ、事業とセグメントの位置

づけの整理など、体系及び予算体系の整

理を行った。 
 
(3) 拠点と機能 
・ライフサイエンスに関する研究開発や

事業化支援等の殿町支所への集約を進

め、新型コロナウイルス感染症感染拡大

など、抗菌・抗ウイルス評価に対するニ

ーズ上昇を踏まえ、令和２年度に殿町支

所に整備したＢＳＬ３（バイオセーフテ

ィレベル３）施設内の設備の増強及び既

存のＢＳＬ２施設内への自動化装置の

設置などを通じ、企業からの評価依頼の

増加に対応可能な体制を整えた。 
・複数拠点において研究プロジェクトを

運営している研究開発部においては、Ｗ

ｅｂ会議システムを活用し、引き続き拠

点を跨る業務運営の効率化を図った。 

な運営を進めることが課題であり、そ

のためには、情報資産の重要度等のカ

テゴライズを進めることが必要となっ

ている。 
拠点と機能については、定期的に見

直しを行い、集約可能な事業の整理・統

合が継続的な課題である。 
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中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

独法化 1 年目から山積する様々な課題について、迅速に対応出来るように弾力的

な組織運営を継続実施し、効率性を重視した組織の機動性向上に努めた。また、中小

企業等のデジタル化ニーズに的確に対応する体制を整える目的で、情報・生産技術部

を新設するなど、業務整理と効率化に連動した組織改編を随時実施した。さらに、外

部資金獲得へ向けた時限的プロジェクトの編成など組織運営の柔軟性を活用して平

成 31 年度には AI に関連する NEDO プロジェクトを獲得するなど、成果を順調に積

み上げた。また、独法初年度から開始した所内 SWOT 等業務分析活動や所内会議、

情報システムを活用し、拠点間・部署内に散らばる情報と課題の企画部への集約を進

め、所内外のニーズを把握し、課題解決に向けた予算編成への仕組みを整理した。以

上の取組を継続して実施することにより、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 17 
 

中
期
目
標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
（略） 
２ 効果的・効率的な人事制度の運用 

(1) 職員の能力向上 
業務の成果を客観的かつ総合的に評価できる評価制度を確立するとともに、人材育成・研修を効果的に実施することなどにより、職員の意欲及び能力の向上を図る。 

(2) 柔軟な職員の採用 
採用法や採用時期などについて、柔軟に対応することにより、優秀かつ多様な人材の確保を図る。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第２ 業務運営の改善及び効率化

に関する目標を達成するためとる

べき措置 
 （略） 
２ 効果的・効率的な人事制度の

運用 
 
(1) 職員の能力向上  
研究、企業支援、組織運営等、それ

ぞれの業務の特性を踏まえた客観

的かつ総合的な評価が可能な人事

評価制度を確立する。 
また、人材育成・研修を効果的に実

施するため、人材育成プログラム

を策定し、日々の OJT と計画的な

Off-JT、外部機関との人事交流に

よる人材育成に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 （略） 
２ 効果的・効率的な人事制度の

運用 
 
(1)  職員の能力向上 
・人事評価制度について継続的

に検証を行い、適時、必要な改

善を行う。 
 
 
・産業ニーズに対応した人材育

成を目指し、他機関との人材交

流等、職員の能力に適した育成

メニューについて継続的に検討

する。 
 
 
 
・産技総研職員研修体系等によ

り、積極的な職員人材育成を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・職員の研修等については、内部

研修とともに、外部機関や講師

等の活用を実施し、より効果的

な職員の能力開発制度の構築・

 
 
 
 
 
 
 
(1)  職員の能力向上 
・令和３年度から新たに再雇用職員、非

常勤職員、パートタイム職員の各職員に

おける人事評価を実施した。これらの取

組により、人事評価制度の定着が進ん

だ。 
・研究職員人材育成キャリアプランや、

産技総研職員研修体系に則り、職員の能

力向上に努めた。また、クロスアポイン

トメントの取扱いに関する細則に従い、

東海国立大学機構及び横浜国立大学と

の間で４名のクロスアポイントメント

を実施し、関係各機関との人事交流を積

極的に行った。 
・職員の研修としては、研究活動に関わ

る職員を中心に全職員を対象として「コ

ンプライアンス研修・研究倫理教育」を

オンライン講習会により実施し、その効

果測定を実施した（８月）。また、全職

員を対象として、リスクマネジメントや

コンプライアンス全般をテーマとした

コンプライアンス研修（10 月）及びハ

ラスメント防止研修（３月）、障害者雇

用理解促進研修（３月）を実施した。な

お、新採用職員研修については４月に実

施した。 
・職員の研修については、階層別職員研

修として、外部機関を活用した個別研修

の受講を推進した。 
 

 
 
 
 
 
 
【実績に対する評価】 
(1)  職員の能力向上 

人事評価制度を着実に運用するとと

もに、評価対象を拡大して人事評価を

実施し、人事評価制度の定着を図った

たこと、職員研修体系に沿って、職員研

修を着実に実施するとともに、人材育

成部が実施する外部向けの研修への職

員の参加を積極的に進め、職員研修の

効率化を図ったこと、クロスアポイン

トメントを通じた関係各機関との人事

交流の活性化に向けた取組を積極的に

行ったこと、など、職員の能力向上に積

極的に取り組んだことを評価する。 
また、職員に対し、年間を通して、コ

ンプライアンスに関する研修を実施

し、法令順守の意識付けをはかったこ

と、及び研修の実施方法についてオン

ライン形式を導入するなど職員の参加

がしやすい工夫を行い、確実に実施し

ていることを評価する。 
 
(2)  柔軟な職員の採用 

採用形態の柔軟性を確保しつつ、優

秀な人材の確保に努めたことを評価す

る。 
プロパー化を進めることにより業務

継続を円滑に行える体制が整いつつあ

ることを評価する。特に、専門的な知識

と経験を必要とする施設管理担当職員

について、職員の採用を行い、今後 10

 
 
 
 
 
 
 
A 
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(2) 柔軟な職員の採用  
県の採用方法や採用時期にとらわ

れず、柔軟に採用を行い、中小企業

等の開発ニーズ等に合わせた専門

知識を有する職員を確保する。 
また、管理部門等の職員について

は、設立時に県からの派遣を要請

するが、自律的な業務運営が可能

な人員体制を確立するため、計画

的に採用し、プロパー化を進める。

 

改善を進める。 
・産技総研が外部向けに実施す

る人材育成の各種研修プログラ

ムに、職員の参加を進め、職員

研修に活用する。 
 
 
 
 
・産技総研研究職員の効果的な

能力向上を目指し、職員研修制

度とキャリアプランの連動性を

高める。 
 
(2)  柔軟な職員の採用 
・職員の採用にあたっては、採用

形態の柔軟性を確保しつつ、職

員全体の年齢構成のバランスを

考慮し、また、次世代を担う職

員への技術やノウハウの継承が

円滑に図れるよう、研究職及び

一般職について新規採用を行

う。 
 
 
 
・職員の採用や配置転換等によ

り管理部門のプロパー化を進め

る。 
 
・安定した法人運営に資するた

め、専門的な知識と経験を必要

とする管理部門の職員の確保及

び育成を行う。 

 
・高度技術活用研修「ＥＭＣコース：５

Ｇへ向けた電波吸収体・シールド技術の

基礎」、製造管理人材育成研修「マネジ

メントシステム研究会」、「品質管理セミ

ナー」、教育講座「研究開発人材のため

の読解力向上・説明力開発コース」等の

人材育成部で実施する外部向け研修へ

の職員参加を進めた。 
・研究職員人材育成キャリアプランや、

令和元年度に見直した産技総研職員研

修体系に則り、職員の能力向上に努め

た。 
 
(2)  柔軟な職員の採用 
・職員の採用にあたっては、令和３年度

４月に２名の事務職を新規採用し、ま

た、任期付職員制度（中途採用）を活用

し、引き続き優秀な人材の確保に努める

とともに、中長期的な観点から、新規採

用職員選考を実施した。その結果、令和

３年度は、４名の研究職を中途採用した

ほか、令和４年４月の採用予定者とし

て、新規採用者４名（プロパーの研究

職）、任期付職員３名（研究職１名、一

般職２名）を確保した。 
・管理部門である総務部（総務課、給与

課）の２課へ、令和３年４月に採用した

一般職のうち、２名を配置し、委託ポス

トのプロパー化を進めた。 
・専門的な知識と経験を必要とする施設

管理担当職員について、職員の採用を行

い、安定した法人運営に努めた。 

年を見通した施設の計画修繕実施計画

を策定したほか、災害発生時に被害が

想定される講堂及びカンファレンス・

ルームの特定天井改修工事、新型コロ

ナウイルス感染症対策や労働安全衛生

を兼ねた働きやすい職場環境のため、

各種環境整備を実施したことを評価す

る（再掲）。 
 
 
【課題】 
(1)  職員の能力向上 

職員全体の能力向上やマネジメント

力の向上などを図るために、職員研修

体系を随時見直していく必要がある。

(2)  柔軟な職員の採用 
職員の職種や年齢構成、技術及び知

識の継承を念頭に置きつつ、第２期中

期計画に沿った人員採用を実施してい

く必要がある。 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

平成 29 年度に新たな人事評価制度を構築し、階層別研修と連動させて円滑な人事

評価と職員研修を実施し、所内研究会を発足し、所内ＤＸを担うデジタル人材の育

成にも取り組むなど、職員の能力向上に努めた。また、コーディネーターやアドバ

イザー、派遣職員等の外部専門人材を有効に活用するだけでなく、平成 29 年度に任

期付職員採用（中途採用）制度の見直し、令和元年度から新規採用職員選考を開始

し、令和 2 年度以降は大手求人会社主催のオンライン職場紹介を実施するなど、継

続的な採用制度改善や民間の求人広告媒体や紹介派遣制度等の活用を積極的に進

め、第１期中期計画期間中に、事務職 21 名（内新卒採用 10 名）研究職等 23 名

（内新卒採用５名）の合計 44 名の常勤職員を採用し（令和４年３月末時点）、優秀

な人材の確保に努め、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

S A A A 
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小項目 18 
 

中
期
目
標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
（略） 
３ 効果的・効率的な業務運営 

(1) 業務の適切な見直し 
ＰＤＣＡサイクルを実施し、業務内容と運営方法の見直しを随時実施することにより、効果的かつ効率的な業務運営を図る。 

(2) 情報化の推進  
情報処理システムの整備など、情報化を推進することにより、事務処理の効率化やサービス向上を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第２ 業務運営の改善及び効率化

に関する目標を達成するためとる

べき措置 
 （略） 
３ 効果的・効率的な業務運営 
(1) 業務の適切な見直し  
複数年契約の採用などの契約方法

の改善や、業務の外部委託、外部人

材の活用等、業務内容と運営方法

の見直しを随時実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 （略） 
３ 効果的・効率的な業務運営 
(1) 業務の適切な見直し  
・業務実施の障害となる要因を

事前にリスクとして識別、分析

及び評価し、当該リスクへの適

切な対応を可能とするリスク顕

在時の危機対応方針の見直しを

引き続き進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・令和元年度に見直しを実施し

た所内の会議体制等を活用し

て、全所的な課題や各事業にお

けるボトムアップの課題等を抽

出・分析し、個々の業務につい

て適切な見直しを行う。 
 
 
 
 
 
・所内業務の効率化を進める目

的で、技術支援業務システムな

 
 
 
 
 
(1) 業務の適切な見直し 
・国や地方公共団体において、主に公共

工事のダンピングなど、入札執行時の事

故防止等を目的として低入札調査価格

制度及び最低制限価格に係る取扱要綱

の制定や、主に情報資産持ち出し時の適

切な管理を目的として情報資産重要度

評価・管理手順書を改正するなど、業務

実施の障害となる要因を事前にリスク

として識別、分析及び評価し、当該リス

クへの適切な対応を可能とする関係規

程の見直しを行った。 
また、出資に係わる業務追加による法

人発ベンチャー企業支援事業の実施に

際しては、利益相反管理規程の改正や法

人発ベンチャー企業に係る利益相反公

表要綱を制定し、規程に沿った業務運営

を実施した。 
・令和４年度からスタートする第２期中

期計画におけるボトムアップの課題抽

出のため、役員と職員との対話による直

接課題抽出を実施した。これにより、次

期中期計画に向けた課題整理が行えた。

また、その他の複数部に跨がる所内横断

的課題については、引き続き、副部長課

長中心に構成される業務進捗会議にお

いて課題管理表を用いた進捗管理を行

い、対応方針の検討を経て部長会議によ

る審議を重ねて改善に取り組んだ。 
・所内各種情報システムの運用業務の効

率化を進める目的で、令和５年度からの

 
 
 
 
【実績に対する評価】 

業務実施の障害となる要因を事前に

リスクとして識別、分析及び評価し、当

該リスクへの適切な対応を可能とする

関係規程の見直しを継続的に実施して

いることを評価する。特に、出資業務に

係る業務の追加について、規程類の整

備や利益相反委員会の開催など、必要

な対応を適切な時期に実施し、業務の

円滑な実施につながったことを評価す

る。 
また、役員と職員との対話の実施に

より、部内、セグメント内の課題につい

ての対応方法など、ＰＤＣＡサイクル

を循環・改善する仕組みにおいて、コミ

ュニケーションの強化を図れた。 
一方、所内横断的な課題については、

引き続き業務進捗会議において課題対

応への議論や進捗管理を実施し、組織

全体の様々な課題解決や業務効率化に

向けた取組を着実に実行し、各事業に

おいて業務運営の改善・効率化が計画

通りに実施できたと評価する。 
情報化の推進については、老朽化し

た基幹ネットワークの修繕に向けた工

事の実施を試みたが、半導体供給不足

の影響により実施することが出来なか

った。 
 

【課題】 
情報化の推進については、財務会計、

人事給与、旅費管理、庶務等の事務処理

 
 
 
 
 
A 
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(2) 情報化の推進  
情報処理システムの整備により、

日々蓄積される研究開発、技術支

援に係る様々な情報を職員間で共

有し、サービスの迅速化・最適化を

図るほか、ペーパーレス化などに

より、事務処理の効率化に取り組

む。 

ど各種情報システムの改善と業

務間の連携を検討し、業務の効

率化を図る。 
 
(2) 情報化の推進  
・所内情報処理システムに対す

る要望を収集し、費用対効果等

を検討、必要に応じて改善を行

う。 
 
 
・グループウェアを活用した全

所的でリアルタイム性の高い情

報の共有化を通じ、業務の効率

化を図る。 
 
 
 
 
 
・産技総研の顧客データ等各種

データベースの一元管理を目指

し、技術支援業務システム等の

改善・向上の検討を引き続き実

施する。 
 
 
・老朽化したネットワークイン

フラの改善を実施することで、

所内情報化の基盤を強化すると

ともに、新型コロナウイルス感

染症対策など、社会的に要請の

強い外部とのオンライン会議へ

の対応力の強化を図る。 

運用を目指し、新技術支援業務システム

の仕様検討を行った。 
 
 
(2) 情報化の推進  
・所内情報処理システムに対する要望を

収集し、一部の会議室で Wi-Fi 化を進め

るなど随時、改善を行った。また、技術

支援情報システムの機能拡充を目指し

た費用対効果の検討を継続して実施し

た。 
・グループウェアの各種機能を活用した

情報提供を実施するとともに、電子会議

システムツールの資料共有機能を活用

したリアルタイム性の高い情報共有を

実施した。また、在宅勤務中においても、

グループウェアへのアクセスを可能と

し、一定の業務効率が維持出来るよう、

グループウェアのクラウド化について

検討を始めた。 
・令和２年度より運用を開始した技術支

援業務システムにおいて、各種支援デー

タの集積化を進め、ＢＩツールを活用し

た職員間での情報共有を効率的に行っ

た。また、令和５年度からの運用を目指

した新技術支援業務システムの仕様検

討を行った（再掲）。 
・新型コロナウイルス感染症感染拡大の

影響による電子会議等オンラインによ

る業務実施機会の増加に対応して、一部

の会議室において無線 LAN 接続の試験

運用を開始した。老朽化した基幹回線の

修繕については、半導体供給不足のた

め、やむを得ず実施を見送った。 
 

システムは所の基幹システムであり、

不意の停止やデータ損失を防止し素早

い復旧が必要である。また、在宅勤務等

遠隔からのシステム利用を含めたシス

テムの利便性向上とセキュリティ対策

について、検討する必要がある。 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

H29 年度から３年間、SWOT 分析を取り入れた業務分析を所内全体で実施し、令

和２年度からは、役員と職員との対話の場を通じて、所内の様々な課題を抽出し、

順次改善・対応を実施した。また、令和元年度には、業務方法書に定められた業務

実施におけるリスク分析・評価に対応可能とする規程類の整備を完了した。また、

技術支援システムの改善やメールシステムなど、各種システム・サーバ等のクラウ

ド化を実施するとともに、所外ネットワーク接続手段の見直し・高速化を図った。

また、老朽化した基幹ネットワークの修繕に着手するなど情報化の推進に努めた。

以上の取組を継続して実施することにより、中期計画を達成した。 
 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A B A A 
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小項目 19 
 

中
期
目
標 

第４ 財務内容の改善に関する事項 
１ 収入の確保 

(1) 事業収入の確保 
試験計測や技術開発などのサービスの質の向上を図り、事業収入の確保に努める。 

(2) 競争的資金の獲得 
業務の一層の充実に向けて、産技総研が保有するノウハウの活用や、大学等や中小企業等との連携を図り、提案公募型の競争的資金等の獲得に努める。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第３ 財務内容の改善に関する目

標を達成するためとるべき措置 
 
１ 収入の確保 
(1) 事業収入の確保 
アンケートなどで把握した中小企

業等のニーズを反映した機器整備

等を行うことにより、提供するサ

ービスの質の向上を図り、事業収

入の確保に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３ 財務内容の改善に関する

目標を達成するためとるべき措

置 
１ 収入の確保 
(1) 事業収入の確保 
・企業からの支援ニーズが多く、

利用件数の多い試験計測機器の

優先的な整備を行い、機器への

投資回収を見据えた整備計画を

立て、安定した技術支援事業収

入の確保に取り組む。 
 
 
・技術支援ニーズにもとづいて

随時試験項目の見直しを図る。

 
 
 
・中小企業の要望の高い機器を

優先的に整備する等、顧客満足度

を高めるための仕組みを随時見

直すとともに、今後成長が見込ま

れる産業における顧客拡大を見

据えた先行投資が必要な機器整

備のために、補助金等の外部資金

収入の確保に取り組む。 
 
 
・本計画中の「第１ 住民に対し

て提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置」におい

て１～５の項目に掲げた計画を

着実に実施、効率化を進めること

で、各事業における事業収入の確

保と収入増に向けて取り組む。 
 
 

 
 
 
１ 収入の確保 
(1) 事業収入の確保 
・企業からの支援ニーズと投資回収を見

据えた機器整備計画を元に、利用件数の

多い試験計測機器の優先的な整備を実

施した。また、技術支援においては、利

用者アンケートの結果から、宣伝効果が

高いホームページで、支援事例など企業

の課題解決に繋がる情報の公開を推進

し、事業収入の確保に努めた。 
・技術支援ニーズに基づいて随時試験項

目の見直しを図り、四半期ごとに試験計

測項目の新設・削除等を行い、料金表の

改定を継続的に実施した（新設 42 件、

削除 34 件）（再掲）。 
・中小企業の要望の高い機器を優先的に

整備するために、ＰＩ会議において、必

要な機器導入に関する議論や顧客満足

度向上に繋がる課題解決に向けた議論

を実施した。また、外部資金活用につい

ては、（公財）ＪＫＡ「2022 年度公設工

業試験研究所等における機器設備拡充

補助事業」へ申請し、ガスクロマトグラ

フ質量分析装置と冷熱衝撃試験機が採

択された。 
・新型コロナウイルス感染症感染拡大の

影響を受け、当初の予定より減収が見込

まれたが、各事業で新型コロナウイルス

感染症への対策を施し、本計画中の「第

１ 住民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置」において１

～５の項目に掲げた計画を着実に実施

し、各事業における事業収入の確保が行

えた。 

 
 
 
１ 収入の確保 
【実績に対する評価】 

各事業で新型コロナウイルス感染症

への対策を施し、収入減を最小限に留

めた。また、新型コロナウイルス等の抗

菌・抗ウイルス評価において、設備強化

等を実施したことにより収入の確保に

繋がった。 
外部機関と連携し、研究プロジェク

トや技術部が多岐にわたる競争的資金

等に対し積極的に申請した結果、約 10
億円の外部資金を獲得することができ

たことは評価できる。また、文部科学省

「地域イノベーション・エコシステム

形成プログラム」（平成 30 年９月～令

和５年３月）において追加予算を獲得

できたことや数多くの公募型外部資金

を活用していることを非常に高く評価

する。 
 
【課題】 
(1) 事業収入の確保 

将来を見据え策定した機器導入計画

の実施には、継続的な収入の確保が必

要であり、将来の収入増に寄与する利

用者の潜在的ニーズ把握を継続的に実

施することが必要。 
 
(2) 競争的資金の獲得 

引き続き、競争的研究開発資金への

積極的な申請を促すとともに、所内外

の連携を深めるなど、提案の質を高め、

採択率の向上に資する取組の検討と支

援業務との業務バランスが課題となっ

ている。 

 
 
 
 
 
A 
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(2) 競争的資金の獲得 
業務の一層の充実に向けて、産技

総研が持つ様々なネットワーク、

蓄積されたノウハウを活用し、組

織全体で提案公募型の競争的資金

の獲得を目指す体制を整備する。

 
 
 
 
 

 
(2) 競争的資金の獲得 
・産技総研の研究レベルの向上

や企業支援に結び付く提案公募

型の競争的資金に関する情報収

集を行い、獲得を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・提案公募型の競争的資金の獲

得に向けて、他機関との連携等

を積極的に進める。 

 
(2) 競争的資金の獲得 
・「戦略的創造研究推進事業（CREST）」
（ＪＳＴ）２件、「橋渡し研究プログラ

ムシーズ」（AMED）や「A-STEP」（Ｊ

ＳＴ）、「公設工業試験研究所等における

機器設備拡充補助事業」、「公設工業試験

研究所等における人材育成事業」及び

「公設工業試験研究所等における共同

研究事業」（ＪＫＡ）等を他機関と連携

して令和３年度より新規に８件の競争

的資金を獲得した。 
また、次年度の獲得に向けて、「地域

ＤＸ促進活動支援事業」「戦略的基盤技

術高度化支援事業（サポイン事業）」（経

済産業省）、「未来社会創造事業」

「CREST、A-STEP、さきがけ等戦略的

創造研究推進事業」（ＪＳＴ）、「公設工

業試験研究所等における機器設備拡充

補助事業」「同人材育成事業」（ＪＫＡ）、

「人工知能活用による革新的リモート

技術開発」（NEDO）、「橋渡し研究戦略

的推進プログラム」（AMED）、「科学研

究費助成事業（科研費）」（文部科学省・

ＪＳＴ）等の申請を積極的に行った。 
また、文部科学省「地域イノベーショ

ン・エコシステム形成プログラム」（平

成 30 年９月～令和５年３月）を着実に

実施し、追加予算を獲得した。（再掲）

・外部資金の獲得に向けた活動は、他機

関との連携を積極的に進めており、産学

公事業化促進研究の連携体を活用した

外部資金申請を進めた。 
 

 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

独立法人化当初より、積上方式の運営費交付金算定に対応すべく、技術支援セグ

メントの会計面での自立を目指し、技術部別収支の見える化と機器リース契約の見

直しを進めた。これによりリース経費の大幅削減をすることで、弾力的な設備機器

更新を可能とし、企業ニーズの高い設備機器の導入による収入の確保に努めた。ま

た、積極的に公募型外部資金への応募申請を進め、数多くの大型外部資金を獲得す

ることができた。以上の取組を継続して実施することにより、中期計画を達成し

た。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A S A A 
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小項目 20 
 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第３ 財務内容の改善に関する目

標を達成するためとるべき措置 
（略） 
 
２ 財務運営の効率化 
運営コストなどの定期的な見直し

を実施するとともに、経営資源を

最適に配分するため、予算配分の

重点化に努める。 
 

第３ 財務内容の改善に関する

目標を達成するためとるべき措

置 
（略） 
２ 財務運営の効率化 
・事業や提供するサービス内容

は、運営コストに鑑みた定期的

な見直しと改善を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・重複する機能に関する定期的

な見直しと改善を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
・各事業セグメントにおける効

率的な財務・事業運営を推進す

る。 
・老朽化に伴う建物修繕費等、維

持運営費の増大が見込まれるた

 
 
 
 
２ 財務運営の効率化 
・地方独立行政法人会計基準等に基づき

適正に会計処理を行うとともに、法人の

維持運営経費については、設備修繕を中

心に、その実施内容を継続して点検し、

事業費用と法人共通管理費用を適切に

配賦した。 
また、適正な財務運営の実施に努める

とともに、令和２年度に引き続きオンラ

インを活用した新たなサービス提供方

法を各事業で展開するなど、提供するサ

ービス内容や提供方法について、適宜、

検討・改善を行った。その結果生じる収

支実績変化状況を把握することに努め、

事業区分に応じた経費配賦を実施した。

事業予算の執行管理については、令和

２年度に引き続き、業務進捗会議におい

て、事業毎の執行率を示すことで各事業

の進捗状況を共有し、年度末集中執行な

どの課題解決に取り組んだ。 
・重複する機能に関する定期的な見直し

と改善や経費削減の可能性を検討し、不

足する維持運営費（人件費含む）及び法

人全体で取り組むべき施設整備等経費

を賄うための財源（共通管理費）を確保

するために導入した制度により経費の

配賦を実施するとともに、次年度に向け

財源が不足する経費の抽出に取り組ん

だ。 
・各事業セグメントにおける効率的な財

務・事業運営を継続して推進した。 
 
・固定費用削減と見える化の推進により

生まれる資金を柔軟かつ有効に活用す

 
 
 
【実績に対する評価】 

地方独立行政法人会計基準に則り、

維持運営費の点検を継続して実施し、

事業費用と法人共通管理費用を明確に

した予算の作成に努めた。また、事業予

算の執行については、定期的に事業毎

の執行率を所内で共有し、早期執行の

促進を図るなどと、決算を見据えた執

行管理を行ったことを評価する。 
 
【課題】 

維持運営費の効率化や現行の経営資

源によるこれまで以上の自己収入の拡

大は限界があり、コスト削減の取組を

促進する必要がある。法人第１期中期

目標期間の実績を踏まえた適正な予算

配分と執行管理、また事業体制や組織

体制などの課題整理を進める必要があ

る。 
組織運営の根幹となる維持運営費

（設備メンテナンス、光熱水費、関連の

委託費など）のうち、設備や建物の老朽

化に伴う修繕、更新費用の増加への対

応とその財源確保に向けた検討を継続

して実施する必要がある。 

 
 
 
A 

中
期
目
標 

第４ 財務内容の改善に関する事項 
（略） 
２ 財務運営の効率化 

不断に財務運営の状況を見直すことにより、財務運営の効率化につなげ、限りある経営資源の最適な配分を図る。 
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めに設定した、事業収入等を財

源とする法人共通経費を運用

し、組織の機能向上に努める。

るため、産技総研の横断的な課題に予算

措置が可能な、所内共通管理費の運用を

行った（再掲）。 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

事業や提供するサービス内容について、運営コストなどを含め定期的な見直しや

予算の整理を実施し、事業毎、セグメント毎の収支の明確化を図った。特に、令和

元年度には、管理費で集中執行していた経費の配賦と予算配分の見直しを実施し、

各事業の収支実績把握と適正な財務運営に努めた。また、技術支援セグメントで初

年度 155 百万円と大きな支出であった機器設備リース費用の削減を平成 29 年度か

ら積極的に取り組み、効率的な財務・事業運営に貢献できる財源を確保した。以上

の取組を継続して実施することにより、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 21 
 

中
期
目
標 

第５ その他業務運営に関する重要事項 
１ 社会的責任 

(1) コンプライアンス 
法令はもとより社会的規範を遵守することにより、県民からの信頼を確保する。 

(2) 情報管理、情報公開 
業務を通じて収集した個人情報、新技術や新製品の開発データ等の管理を適切に行う。 
また、県民に開かれた試験研究機関として、適切に情報公開を行うことにより、公正で透明性の高い業務運営を図る。 

(3) 環境保全 
全ての事業活動を通じて、環境保全に配慮することにより、持続可能な社会の形成に貢献する。 

(4) 安全衛生 
利用者が安全に利用できる環境の整備を図るとともに、職員が安心して働けるように安全衛生に配慮した職場環境の整備を図る。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
神奈川県評価 

評価
区分

評価
区分

コメント 
第９ その他業務運営に関する重

要事項の目標を達成するためとる

べき措置 
１ 社会的責任 
(1) コンプライアンス 
法令や社会的規範、産技総研の内

規の遵守を徹底するため、研修の

開催等、職員教育を行う。 
研究活動については、研究倫理の

徹底や被験者が必要となる研究を

適切に行う体制整備に取り組む。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第９ その他業務運営に関する

重要事項の目標を達成するため

とるべき措置 
１ 社会的責任 
(1) コンプライアンス 
・法規範、所内規範、倫理規範に

ついて内容の変更や廃止の有

無、新たに適用されうる規範に

ついて適宜調査するとともに、

対応の要否を検討し、必要な対

応の実施とプロセスを記録す

る。 
・法人事業の適正な管理及び運

営のため、法人内部に設置した

コンプライアンス推進委員会を

活用する。 
 
 
 
 
 
 
・産技総研内でコンプライアン

スに関する研修等を実施する。

 
 
 
 
 
 
・特に研究活動については、研究

活動に関わる職員に対し、研究

倫理講習を実施し、その効果測

 
 
 
１ 社会的責任 
(1) コンプライアンス 
・法規範、所内規範、倫理規範について

内容の変更や廃止の有無、新たに適用さ

れうる規範について確認し、人を対象と

する研究に関する倫理規程等の改正な

どの必要な対応を実施した。 
 
 
・法人内部に設置したコンプライアンス

推進委員会を４回開催し、コンプライア

ンス教育・普及啓発の年間実施計画を策

定するなど、法人事業の適正な管理及び

運営を行った。 
 なお、令和３年度の研究費内部監査は、

科研費研究に加えＪＳＴ委託研究費等

を新たに対象とし、令和２年度の事業実

施後の終了監査を 11～12 月に実施し

た。 
・研究活動に関わる職員を中心に全職員

を対象として「コンプライアンス研修・

研究倫理教育」をオンライン講習会によ

り実施した（８月）（再掲）。 
 また、コンプライアンス研修（10 月）、

ハラスメント防止研修（３月）、障害者

雇用理解促進研修（３月）を実施した（再

掲）。 
・研究活動に関わる職員を中心に全職員

を対象として「コンプライアンス研修・

研究倫理教育」をオンライン講習会によ

 
 
【実績に対する評価】 

不正防止計画に基づき、職員研修を

実施することで職員の法令順守に係る

責任意識を向上させた点を評価する。

 
(1) コンプライアンス 

法人事業の適正な管理及び運営のた

め、法人内部に設置したコンプライア

ンス推進委員会を４回開催したほか、

内部監査について監査対象範囲を拡大

して確実に実施した点、職員向け研修

を年間通じて開催した点、ハラスメン

ト等相談窓口においてハラスメント事

案の解決及び防止に努めた点を評価す

る。特に、国が示すガイドライン等の改

正に対応し、規程類の改正やコンプラ

イアンス教育・普及啓発の年間実施計

画を策定した点を高く評価する。 
 
(2) 情報管理、情報公開 

情報セキュリティ上の事故防止の観

点から、職員教育や情報資産のリスク

評価、緊急事態対応等の体制整備を着

実に実施できたことを評価している。

また、ホームページの画面構成や内

容を適宜見直し、更新して、積極的な情

報公開を推進することができた。 
 
(3) 環境保全 

ISO14001 を参考にした化学物質、高

圧ガスなどの自主管理を溝の口支所で

 
 
 
 
Ａ 
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(2) 情報管理、情報公開 
個人情報や企業の機密情報の漏え

いを未然に防止するため、セキュ

リティ対策を実施するとともに、

情報セキュリティ事故ゼロに向け

た職員教育を徹底する。 
また、ホームページなどを通じて

事業内容や運営状況を適切に公開

し、公正で透明性の高い業務運営

を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 環境保全 
全ての事業活動を通じて、環境保

全に配慮するため、省エネルギー、

資源のリサイクルなどに努める。

また、化学物質等による環境汚染

等を未然に防止するため、自己監

視測定等を定期的に実施する。 
 
 
 
 
 
 
(4) 安全衛生 
開放する試験計測機器について必

要な安全対策を徹底し、かつ利用

者に対して、十分な説明を行うこ

とにより、良好かつ安全な利用環

境を提供する。 
また、安全衛生委員会において、労

働災害の防止と職員の健康増進を

進める。 
 

定を実施する。 
 
・引き続き、ハラスメントに係る

相談窓口において職員等からの

相談に適切に対応していく。 
 
(2) 情報管理、情報公開 
・情報セキュリティマネジメン

トシステムに関するリスク評価

と対応を基盤とする国際規格

ISO27001 を参考にした情報

セキュリティ対策を行うととも

に、必要に応じて職員教育を実

施する。 
・保有する情報資産の部ごとの

機密性、完全性、可用性の評価

を明らかにしてリスク評価を行

い、機密性と完全性、可用性と

のバランスを考慮したアクセス

権限を設定する。 
・事業内容や運営状況を適切に

公開できるように、ホームペー

ジの画面構成や内容を適宜見直

し、更新していく。 
 
 
 
 
(3) 環境保全 
・環境マネジメントシステムに

関するリスク評価と対応を基盤

と す る 国 際 規 格 で あ る

ISO14001 を参考にした環境

保全の仕組みを随時改善する。

 
・全所的に実施する業務方法書

に基づくリスク評価の中で、現

在の業務や保有する化学物質等

が与えうる環境負荷を再評価す

る。 
 
(4) 安全衛生 
・労働安全衛生マネジメントシ

ステムに関するリスク評価と対

応を基盤とする国際規格である

OHSAS18001 を参考にした安

全衛生管理を実施・運用するこ

とで、職員だけでなく利用者も

含めた労働環境の改善を行う。

・労働環境等の継続的改善を実

施するための方法の一つとし

り実施し、その効果測定を実施した（８

月）（再掲）。 
・ハラスメントの所内及び外部相談窓口

を再周知し、引き続き、ハラスメント事

案の解決及び防止に努めた。 
 
 (2) 情報管理、情報公開 
・国際規格 ISO27001 を参考にした情報

セキュリティ対策を行うとともに、各部

情報セキュリティ委員を通じて過去に

発生したインシデント情報の共有など

を実施した。 
 
 
・職員教育や情報資産のリスク評価を継

続し、緊急事態対応等の体制整備を着実

に実施できた。 
 
 
 
・事業内容や運営状況を適切に公開出来

るように、ホームページの画面構成や内

容を適宜見直した。令和３年度は、ホー

ムページ上に蓄積した過去の情報等を

整理し、利用者が必要な情報にスムーズ

に到達できるよう、ディレクトリ構造の

見直しを検討した（一部実施）。 
 
(3) 環境保全 
・国際規格である ISO14001 を参考にし

た環境保全の仕組みを構築しており、化

学物質、高圧ガスなどの自主管理を実施

し、溝の口支所における高圧ガス及び化

学物質の容器の保管場所等を明らかに

し、安全に管理できるようにした。 
・全所的に実施する業務方法書に基づく

リスク評価の中で、現在の業務や保有す

る化学物質等の棚卸しを実施し、環境負

荷を再評価した。 
 
 
 (4) 安全衛生 
・国際規格である OHSAS18001 を参考

にした安全衛生管理を実施・運用するこ

とで、職員だけでなく利用者も含めた労

働環境の改善を進めた。また、老朽化し

た本部建物の補修を進めるとともに、職

員、利用者の利便性向上のためトイレ改

修工事を実施した。 
・継続的改善を実施するための方法の一

つとして、毎月、本部・支所それぞれで、

実施し、環境汚染のリスクを低減でき

た点を評価している。 
 
(4) 安全衛生 

国際規格である OHSAS18001 を参

考に安全衛生管理を実施・運用し、老朽

化した本部建物の補修や、職員・利用者

の利便性向上のためトイレ改修工事を

実施した点、毎月、安全衛生委員会を開

催し、所内安全点検や室内空気環境測

定等を通じて、所内の安全改善に向け

た活動を推進した点、心の健康づくり

計画を策定し、職員の心の健康づくり

及び活気ある職場づくりに取り組んだ

点、環境安全協議会を実施し、海老名本

部における環境汚染未然防止状況等を

報告した点を評価する。 
 
【課題】 

研究活動の内部監査やモニタリング

など、継続的な実施体制の整備が課題

となっている。 
 
(1) コンプライアンス 

コンプライアンスに関する事項や研

究倫理に関わる事項は形骸化が懸念さ

れるため、継続的に効果測定を行い、必

要に応じて制度の見直しが必要であ

る。 
(2) 情報管理、情報公開 

支所を含む全所の情報システムや情

報資産を対象として、ISO27001 を参考

にし、機密性（Confidentiality）、完全

性（Integrity）、可用性（Availability）
をバランスよく維持が可能な情報セキ

ュリティ対策を進めていくことが課題

である。 
(3) 環境保全 

業務や化学物質等が与えうる環境負

荷の調査結果が古くなっており、デー

タの更新が行えていない。 
(4) 安全衛生 

巡回点検や安全衛生委員会における

所内横断的な課題抽出が機能してきて

いるため、課題解決に向けて効果的か

つ着実に進めていく必要がある。 
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 て、定期的に安全衛生委員会を

開催し、職員の意見を産技総研

の労働安全衛生活動に反映させ

ていく。 
・安全衛生委員会の意見等を踏

まえ、所内環境改善に向けた整

備を実施する。 
 
・「心の健康づくり計画」に基づ

き、職員の心の健康づくり、活気

のある職場づくりに取り組む。 

安全衛生委員会を開催したほか、安全点

検を実施した。地震対策の未実施箇所な

ど、安全点検で指摘された箇所の改善を

行った。 
・また同委員会の意見等を踏まえ、執務

室カーペットの特別清掃や樹木剪定、実

験棟各階バルコニーの落下防止用縞鋼

板設置工事を実施した。 
・産技総研（溝の口支所）における心の

健康づくり計画を策定し、令和２年度策

定の海老名本部の計画と合わせ、職員の

心の健康づくり及び活気ある職場づく

りに取り組んだ。 
・海老名市長及び近隣自治会長等との環

境安全協定に基づき環境安全管理協議

会を７月 12 日に開催し、海老名本部に

おける環境汚染未然防止状況等を報告

した。 
 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

平成 29 年度に設置したコンプライアンス委員会の元で、平成 30 年度には科研費

を対象とした研究費内部監査の実施手順を整理し、研究費の適正な執行に努めたほ

か、令和元年度には事故防止に係わる日常点検チェックリストによる点検を開始す

るなどの活動を通じ、コンプライアンス遵守に努めた。また、情報管理・公開にお

いても、国際規格 ISO27001 を参考にした情報セキュリティ対策を継続して講じる

とともに、令和元年度より、事業内容や運営状況を適切に公開できるようホームペ

ージの改善を開始した。以上の取組を継続して実施することにより、中期計画を達

成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 22 
 

中
期
目
標 

第５ その他業務運営に関する重要事項 
（略） 
２ 施設等の有効活用 

(1) 施設の適切な維持管理 
中長期的な視点に立ち、施設の計画的な整備に取り組むとともに、適切な維持管理を行うことにより、良好な状態を維持し、施設の長寿命化を図る。 

(2) 機器整備 
中小企業等のニーズの変化に柔軟に対応した機器整備を行うことにより、試験計測や技術開発などのサービス向上を図る。 

 
第９ その他業務運営に関する重

要事項の目標を達成するためとる

べき措置 
（略） 
２ 施設等の有効活用 
(1) 施設の適切な維持管理  
定期的な施設の状況確認により、

適切な維持管理を行う。また、計画

的に施設の整備を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第９ その他業務運営に関する

重要事項の目標を達成するため

とるべき措置 
（略） 
２  施設等の有効活用 
(1) 施設の適切な維持管理  
・レイアウト委員会において、施

設内の有効利用を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・随時職員から施設不具合や改

善提案を収集し、老朽化箇所や

新型コロナウイルス感染症対策

等を含めて改修計画を立案実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 
・施設を活用し、近隣小学校に学

習の場所を提供する等地域共

生・貢献を推進する。 
 
 
 
 
 
 
・施設の老朽化に対応し、長寿命

 
 
 
 
２  施設等の有効活用 
(1) 施設の適切な維持管理  
・令和２年度にレイアウト委員会で調整

した施設内の有効利用を進めるため、引

き続き海老名本部における不要機器の

廃棄等を実施した。なお、令和３年度は

第２期中期計画の策定、課題抽出に注力

するため、レイアウト委員会の開催を見

送った。一方、新設した施設グループに

より、施設の修繕実施計画策定や、新型

コロナウイルス感染症対策や労働安全

衛生に配慮した働きやすい職場環境整

備を実施した。（再掲） 
・巡回点検や職員提案により収集した不

具合箇所について計画的に修繕工事を

実施した。また、新型コロナウイルス感

染症対策としてトイレ洗浄レバーやエ

レベーター昇降ボタンを非接触化し、浸

水対策として地階非常用発電機室に止

水板を設置した。 
 また、修繕実施計画（平成 29 年度～令

和３年度）に基づき、エレベーター改修

工事、直流電源装置蓄電池交換工事、入

退室電気錠交換工事等に加え、講堂等特

定天井改修工事を着実に実施した。 
・隣接する小学校との地域交流事業とし

て、正面ロータリーの花壇に、２学年児

童 127 名が花の植栽を行った。実施に

あたっては、マスク着用の徹底やクラス

ごとに分散して植栽するなど、新型コロ

ナウイルス感染症への対策を講じた。ま

た、社会福祉施設に障害者の就労の場を

提供するなど地域共生・貢献を推進し

た。 
・施設の老朽化に対応し、長寿命化を積

 
 
 
【実績に対する評価】 

施設の良好な状態の維持及び長寿命

化と自然災害対策を念頭に置きなが

ら、計画どおり施設の改修等を実施で

きたほか、設備については目的積立金

や外部資金を有効に活用して整備し、

企業の支援ニーズに対応できたことを

評価する。 
 
(1) 施設の適切な維持管理 

大規模な計画修繕については、特定

天井改修工事を含めて全て年度計画ど

おりに実施できた。また、操作ボタンの

非接触化による新型コロナウイルス感

染症対策や浸水対策用の止水板の設置

による浸水対策にも配慮するなど適切

な維持管理に努めたことを評価する。

新型コロナウイルス感染症対策をし

つつ、隣接する小学校との地域交流事

業を実施するなど、地域との交流事業

を着実に実施したことを評価する。 
 
(2) 機器整備 

機器の整備については、目的積立金

や外部資金を有効に活用し、中小企業

のニーズに対応した数多くの設備機器

を導入することができたことを評価し

ている。 
 
【課題】 

今後、施設の老朽化に伴う維持管理

費の増加が見込まれるため、計画的な

改修による経費節減が課題である。 
 
(1) 施設の適切な維持管理 

第２期中期計画を踏まえた修繕実施

 
 
 
 

A 
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(2) 機器整備 
技術相談等の業務を通じて蓄積さ

れる情報や研究開発動向等によ

り、中小企業等のニーズに即応し

た機器整備を行う。 
 
 
 

化を積極的に推進するため、「神

奈川県立産業技術総合研究所修

繕実施計画」を作成する。 
 
(2) 機器整備 
・リース機器の維持管理費削減

による資金や国庫等補助金を活

用して、最新の設備機器を整備

する。 
 
 
 
 
 
 
 
・設備機器の導入については、試

験計測利用実績等の情報に基づ

き、機器整備計画を継続的に修

正・改善し、中小企業等のニー

ズや費用対効果の高い設備機器

を優先的に整備するとともに、

県の政策課題への対応に必要な

設備機器を整備する。 
・老朽化した機器設備について

は、機器整備計画を踏まえて、

更新や廃棄を検討・実施し、継

続的な機器整備に努める。 
・機器の適正な精度を保持する

ための保守・校正点検等費用を

積算し、保守・校正点検等を着

実に実施できるよう予算を運用

する。 

極的に推進するため、「神奈川県立産業

技術総合研究所修繕実施計画」（令和４

～13 年度）を作成した。 
 
 (2) 機器整備 
・試験計測や技術開発受託など技術支援

事業で利用する機器ごとの活用実績に

基づいたリース経費節減に対する取組

を継続して実施し、合計２台の買取と１

台のリースアウトを決定した。これによ

り、リース機器は残６件となり、法人化

前からの懸案事項であった平成 28 年度

リース経費のほぼ全ての節減を達成し

た。リース経費の圧縮により、後年度負

担の大幅軽減を達成し、最新の設備機器

を導入することができた。 
・中小企業等のニーズや費用対効果の高

い設備機器を整理して作成した機器整

備計画に基づき、目的積立金を利用して

６台の大型機器・設備を導入した。また、

（公財）ＪＫＡ事業の外部資金を活用し

て電子線マイクロアナライザを導入し

た。 
 
・海老名本部における老朽化した機器設

備については、合計 82 件の機器設備を

廃棄した。 
 
・機器の適正な精度を保持するための保

守・校正点検等費用予算を確保し、保守・

校正点検等を着実に実施することで、機

器の精度を保持し、信頼ある試験計測デ

ータの提供に努めた。 
 

計画（令和４～13 年度）を策定したと

ころだが、築後 27 年経過の建物・設備・

外構等全般にわたり修繕・更新する必

要があり、長寿命化を見据えた計画と

乖離することがないよう、より効率的

で効果的な維持管理に取り組む必要が

ある。 
 
(2) 機器整備 

機器整備に充当可能な自主財源は限

られており、新規導入・更新計画から漏

れる、または更新が遅れる多くの機器

も存在し、これらの機器の整理とそれ

に伴う廃棄費用、及び信頼ある試験計

測データを提供するための保守・校正

点検等費用が今後ますます増加するこ

とが課題である。 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

施設等の有効活用のため、修繕実施計画に則り計画的に実施するとともに、安全

衛生委員会等を通じて職員からの提案を集約し、優先度に応じて修繕を実施し適正

な維持管理に努めた。また、令和元年度にはレイアウト委員会を設置し、令和２～

３年度には、独法化以前より蓄積していた海老名本部における不要機器の廃棄等を

進め、本部内スペースの有効活用を促進した。機器整備においては、技術相談票な

ど保有する顧客情報を元に、中小企業ニーズや費用対効果の高い設備機器を優先し

て更新を進めるとともに、老朽化する機器設備の保守・修繕費用の拡大を図り、信

頼ある試験計測データの提供に努めた。以上の取組を継続して実施することによ

り、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
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小項目 23 
 

中
期
目
標 

第５ その他業務運営に関する重要事項 
（略） 
３ 広報の強化 

サービス内容や研究成果等を積極的に広報することにより、産技総研の認知度を高めるとともに、利用拡大や成果の普及等を図る。 

 
第９ その他業務運営に関する重

要事項の目標を達成するためとる

べき措置 
（略） 
３ 広報の強化 
効果的な広報戦略により、産技総

研の認知度を高めるとともに、ホ

ームページなどにより産技総研の

取組を積極的に公開していくこと

で、利用拡大や成果の普及等を推

進する。 
また、ホームページのアクセス件

数向上のため、SEO 対策（ホーム

ページを最適化し、検索順位を上

げる取組）を実施する。 
さらに、産業技術、科学技術に関す

る様々なイベント、フォーラムに

積極的に参加し、産技総研の取組

について周知する。 
 
 
 

第９ その他業務運営に関する

重要事項の目標を達成するため

とるべき措置 
（略） 
３ 広報の強化 
・イベントや展示会、広報誌等を

関連付けて一体的に運営し、効

率的な広報活動を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
３ 広報の強化 
・感染症拡大の影響により、イベント等

のＷｅｂ開催化が急遽進んだため、規程

類や運用ルールを整備して広報の強化

に取り組んだ。また、オンライン会議や

動画配信用の音響機材拡充や会議室の

Wi-Fi 化を進めるなどの情報インフラ

の改善を実施した。 
メールマガジンは 35 号の配信を行

い、年間配信総数 332,319 件であり、前

年度規模を維持しながら、発信する情報

コンテンツの改善に努めた。広報手段と

してメールマガジンとダイレクトメー

ルの高い有効性を活かすため、メールマ

ガジンでは、イベント全体概要に加え、

実施されるフォーラムの概要もあわせ

て発信し、登録者の興味を引くよう心掛

けた。 
「Innovation Hub」などの大型イベ

ントは、特設ページによる限定公開（期

間・閲覧者）のＷｅｂ開催とし、ホーム

ページ上は、フォーラム情報等を詳細に

記載することで、イベント参加への訴求

効果を高める工夫を行った。 
また、「Innovation Hub」のコラボレ

ーション企画として、横浜国立大学が主

催する「横国研究詣で 2021」（Ｗｅｂ開

催）に参画し（再掲）、研究担当者間の

交流を通して法人における研究成果の

広報に努めた。 
テクニカルショウヨコハマ 2022 や産

業交流展などオンラインとオンサイト

のハイブリッド開催の展示会では、展示

会の趣旨に沿って吟味した出展を行い、

効果的な広報を心がけた。 
年４回発行している産技総研の広報

誌である「KISTEC NEWS」において

 
 
 
【実績に対する評価】 

「Innovation Hub」等の大型イベン

トや展示会については、他機関と連携

するなどの工夫を凝らしたプログラム

編成や特設ページによる情報提供を実

施するなどの広報強化が行えたことを

評価する。 
また、11 月後半に開催された産業交

流展 2021 では、メディアでも話題沸騰

となった「ゼオライト軽石」や、中小企

業を支援する新型コロナ対策事業とし

て取り組んだ「ローカル５Ｇ」をオンラ

インとオンサイトの両方で紹介するこ

とで、タイムリー且つ効率的にＰＲで

きたことを評価する。 
さらに、２月に開催されたテクニカ

ルショウヨコハマ 2022 においては、会

期前及び会期中において、新たに

YouTube 公式チャンネルに出展内容を

予告する動画を公開し、ホームページ

上の該当ページへの閲覧数増加に繋が

ったことを評価する。 
イベント等のＷｅｂ開催化に合わ

せ、音響機材の拡充や会議室のWi-Fi化
を進めるなどの情報インフラを改善

し、翌年度以降のイベント開催に向け

た機器・ネットワーク設備を整備した

ことを評価する。 
 
【課題】 

メールマガジンや定期刊行物等にお

いては、配布目的と配布先を整理し、展

示会出展においては、出展場所とＰＲ

内容を整理するなど、より効果的なＰ

Ｒを行えるよう積極的な広報戦略の策

定と体制整備が引き続き課題となって

いる。 
 

 
 
 

A 
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・ホームページの構成・構造や、

デザイン、コンテンツ等につい

て SEO 対策等を踏まえ、順次、

修正・改善を進める。 
 
・産業技術、科学技術に関する

様々な展示会やイベント、フォ

ーラムに積極的に参加し、産技

総研の取組について県民に周知

する。 
 
 
 
・工業団体や連携する支援機関

等の会議に出席し、産技総研の

取組を周知することで、未利用

企業の利用を促進する。 
 
 
 
 
・研究成果を平易な言葉や図表

を多用して資料化し、マスコミ

や県民に伝わりやすい広報を心

がける。 

は、デザイン性を高め、読み易い紙面と

なるよう改善し、さらに、メディアでも

多く取り上げられた、海底火山噴火によ

り漂着した軽石の利活用に向けた高機

能化研究の取り組み等タイムリーな記

事を選択して取り上げた。 
・ホームページの構成・構造の検討を行

い、順次整備を実施した。あわせて、SEO
対策の一環として、階層構造の最適化や

コンテンツの修正・見直し等を順次進め

た。 
・令和３年度の産技総研の取組周知を目

的とした出展については、「CEATEC 
2021（10 月 19 日～22 日）」、「産業交流

展（11 月 24 日～26 日）」、「エレクトロ

ニクス EXPO ONLINE（12 月 15 日～

17 日）」、「テクニカルショウヨコハマ

2022（２月２日～４日）」の４件に出展

を実施した。 
・工業団体や連携する支援機関等の会議

が軒並み中止となる中で、新たな代替手

段として、広範且つタイムリーに情報発

信が可能な広報媒体である YouTube 公

式チャンネルを有効活用し、産技総研の

取り組みや技術支援事例や研究開発成

果を周知することで、県内外の未利用企

業の利用促進に努めた。 
・令和３年は伝わりやすい広報を心が

け、新聞掲載となった 19 件中 16 件が

研究もしくは技術支援成果であり、その

うち 10 件がテレビ放映等に繋がった。

 

中期目標期間（平成 29 年～令和３年）に関する特記事項 H29-R3 H29-R3 第２期評価特記事項 

平成 29 年度には、本部と支所における広報体制の整備・強化を実施し、これまで

二機関で発行していた定期刊行物の整理・統合を行った。平成 30 年度には、所内の

中核的人材による広報企画委員会を発足させ、組織全体のイベントの統一性や連動

性の向上に努めるとともに、ホームページの全体構成や刊行物の見直しに着手し

た。令和元年度にはホームページアクセス解析から効率的な広報手段の確認や連動

性強化を図った。令和２年度には、各技術部の分析支援事例の掲載を開始し、ホー

ムページからの相談件数 10％向上を目指し、達成するなど広報の強化に関する取組

を継続して実施しており、令和３年度も引き続きホームページ改編の検討を行っ

た。これらの取組を継続することにより、中期計画を達成した。 

 
 
 

A 

  

各年度評価 

H29 H30 R1 R2 

A A A A 
 


